
平成20年度第1回薬事・食品衛生審議会化学物質安全対策部会  

議事次第  

平成20年7月15日（火）14：00～16：00  
中央合同庁舎5号館17階専用第21会議室  

1．開会  

2．議事  

（1）審議事項   

・特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関す  

る法律の対象物質の見直しについて  
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ご・て  

厚生労働省発菜食第1018048琴  

平成19 年10 月18 R  

薬事・食品衛生審議会   

会長 望 月  正 隆 殿  

厚生労働大臣  舛添  

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づく  

第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の指定の見直しについて（諮問）   

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（平成11  

年法律第86号）第18粂の規定に基づき、同法第2条第2項に規定する第一一種指定化学  

物質及び同条第3項に規定する第二種指定化学物質の指定の見直しについて、貴審議会の  

意見を求めます。   



特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律  

（化学物質排出把握管理促進法）の概要  

1．目的   

特定化学物質の環境への排出量等の把握に関する措置（PRTR制度）や、  

その性状や取扱いに関する情報の提供に関する措置（MSDS制度）を講じる  

ことにより、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保  

全上の支障を未然に防止する。  

2．PRTR制度  

（1）概要   

一定の要件を満たす事業者に対し、人の健康や生態系に有害なおそれのある  

対象化学物質について、事業所からの環境（大気、水、土壌）への排出量及び  

廃棄物に含まれての事業所外への移動量を自ら把握し、都道府県経由で国（事  

業所管大臣）に対して届出ることを義務付けるもの。   

国は届出データを集計し、国が推計する届出対象外の排出量とともに公表し、  

個別事業所毎の届出データについては、国民からの請求に基づき、開示される。   

なお、秘密情報にあたると考えられる物質については、国に直接届出て、国  

が秘密情報に該当すると判断する場合には、公表・開示データにおける物質名  

を一般化学物質名に変更することにより、秘密情報は保護される。  

（2）対象化学物質   

人や生態系への有害性（オゾン層破壊性を含む）があり、環境中に広く存在  

する（暴露可能性がある）と認められる化学物質として政令で指定された「第  

一種指定化学物質」（354物質）が対象。そのうち発がん性がある12物質は  

特に「特定第一種指定化学物質」として指定。   

第一種指定化学物質を1質量％（特定第一種は0．1質量％）以上含有する製  

品（化学薬品、染料、塗料、溶剤等）についても対象となる。   

ただし、対象化学物質の含有率の低いものや固形物、一般消費者用の製品等、  

密封されたものなど、事業者による取扱いの過程で対象化学物質が環境中に排  

出される可能性が低いと考えられる製品については対象外となる。  

（物質例）  

揮発性炭化水素  －ベンゼン、 トルエン、キシレン等  

有機塩素系化合物 －ダイオキシン類、トリクロロエチレン等   



・農薬  一臭化メチル、フェニトロチオン、クロルピリホス等  

・金属化合物  一鉛及びその化合物、有機スズ化合物等  

・オゾン層破壊物質 －CFC、HCFC等  

・その他  一石綿等  

（3）対象事業者   

第一種指定化学物質またはこれを含有する製品を製造、使用その他業として  

取り扱う等により、事業活動に伴い当該物質を環境に排出すると見込まれる事  

業者であり、具体的には次の要件全てに該当する事業者。  

・対象業種として政令で指定している23種類の業種に属する事業を営んでいる  

事業者  

・常時使用する従業員の数が21人以上の事業者  

・いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が1t（特定第一種指定化学物質  

は0．5t）以上の事業所を有する事業者等又は、他法令で定める特定の施設（特  

定要件施設）を設置している事業者  

（4）罰則   

本法に基づく届出をせず、又は虚偽の届出をした事業者は、20万円以下の  

過料。  

3．MSDS制度  

（1）概要   

対象化学物質又は対象化学物質を含有する製品を他の事業者に譲渡又は提供  

する際には、その化学物質の性状及び取扱いに関する情報（化学物質等安全デ  

ータシート：MSDS）を事前に提供することを義務付けるもの。  

（2）対象化学物質   

「第一種指定化学物質」（354物質）及び「第二種指定化学物質」（81物  

質）の計435物質が対象。   

これらは、人や生態系への有害性（オゾン層破壊性を含む）があり、環境中  

に広く存在する又は将来的に広く存在する可能性があると認められるとして指  

定された物質。   

第一種及び第二種指定化学物質を1質量％（特定第一種は0．1質量％）以上  

含有する製品（化学薬品、染料、塗料、溶剤等）についても対象となる。   

ただし、対象化学物質の含有率の低いものや固形物、一般消費者用の製品等、  

密封されたものなど、事業者による取扱いの過程で対象化学物質が環境中に排  
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出される可能性が低いと考えられる製品については対象外となる。  

（3）対象事業者   

対象化学物質または対象製品について他の事業者に譲渡又は提供する全ての  

事業者。  

4．自主的な化学物質管理の促進  

（1）事業者の責務   

第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質を取り扱う事業者（指定化学物  

質等取扱事業者）は、化学物質管理指針に留意して、事業所における指定化学  

物質等の取扱い実態等に即した方法により、指定化学物質等の取扱い等に係る  

管理を行うとともに、その管理の状況に関する国民の理解を深めるよう努めな  

ければならない。  

（2）化学物質管理指針の概要   

化学物質の物理的化学的性状についての科学的知見及び化学物質の製造、使  

用その他の取扱い等に関する技術の動向を勘案し、事業者が講ずべき指定化学  

物質等の管理に係る措置を定める。   

＜指針で定める事項＞  

・設備の改善その他の指定化学物質等の管理の方法  

・指定化学物質等の使用の合理化  

・指定化学物質等の管理の方法、使用の合理化及び排出状況についての国民理   

解の増進  

・指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報（MSDS）の活用  

5．施行状況   

平成11年7月   

平成13L年1月～   

平成13；年4月～   

平成14年4月～   

平成15年3月   

平成16年3月   

平成17年3月  

化学物質排出把握管理促進法の公布  

MSDS制度のスタート  

事業者による排出量等の把握のスタート  

事業者からの届出のスタート  

第1回PRTR集計結果（平成13年度分）の公表  

第2回PRTR集計結果（平成14年度分）の公表  

第3回PRTR集計結果（平成15年度分）の公表  

※15年度分から届出対象事業者の年間取扱量の要件を  

5トン以上から1トン以上に引き下げ  
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平成18年2月  第4回PRTR集計結果（平成16年度分）の公表  

平成19年2月  第5回PRTR集計結果（平成17年度分）の公表  

平成20年2月  第6回PRTR集計結果（平成18年度分）の公表  

6．その他   

化管法の施行状況について、平成15年度の総務省の行政評価・監視で取り  

上げられ、平成17年5月、総務大臣から各省大臣に対する勧告が行われた。   

同勧告では、①pRTR制度において、届出義務がありながら届出が行われ  

ていない事業者の把握に努め、・これらの事業者に届出を励行させるよう都道府  

県等に対し、必要な助言を行うこと、②MSDSの提供の励行を確保するため  

有効な啓発を行うこと、③化学物質の自主管理を促進するため指定化学物質管  

理指針における管理方針等の策定及びその必要性について一層の周知を図る必  

要があることなどが指摘されている。   

関係省では、上記勧告を踏まえ講じた改善措置状況について平成18年2月  

にかけて総務省に報告した。  
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（参考1）  

r平成18年度PRTRデータの概要  

一化学物質の排出量・移動量の集計結果－」について   

平成11年7月に公布された「特定化学物質の環境への排出量の把握等及  

び管理の改善の促進に関する法律」（化学物質排出把握管理促進法）に基づ  

き導入された「PRTR制度」（化学物質排出移動量届出制度）により、人  

の健康や動植物に有害な影響を及ぼすおそれのある354種類の化学物質につ  

いて、毎年度、事業者は環境への排出量や廃棄物に含まれての移動量を把握  

して届出を行い、国はその集計結果及び推計を行った届出対象外の排出量の  

集計結果を公表することとされています。   

今般、平成柑年度（Dl年間に届出対象事業者が把握し、平成19年4月1  

日から6月30日まで（6月30日が土日の場合は、次の月曜日まで）に届け出  

られた全国で岬）事業所からの排出量・移動量について全国一  

全物質で集計したところ、排出量が245千トン（259千トン＊）、移動量が225  

千トン（229千  トンり、排出量と移動量の合計では471千トン（488千トンりでした。   

また、国が推計を行った届出対象外の排出量（対象業種からの届出対象外  

の排出量、非対象業種からの排出量、家庭からの排出量、自動車などの移動  

体からの排出量）については、全国の合計で315千トン（錮7千トン＊）でした。   

経済虚業省及び環境省は共同で、法施行後6回目となる集計結果の公表を  

行うとともに、その概要を冊子「平成18年度PRTRデータの概要一化学  

物質の排出量・移動量の集計結果－」にまとめました。  

以下に、そのポイントを記述します。  

（＊：平成17年度の集計結果。昨年2月の公表後に変更された届出事項を反映したもの。）   



（参考1）  

1．即  

平成19年度（届出期間：平成19年4月1日から6月30日まで）には、平成18年度に事業者が  

把握した排出量・移動量について、全国で4仇980の事業所から届出がありました。   

業種別及び都道府県別にみた届出状況は以下のとおりです。  

業種別にみた届出状況  

業種   
届出  

業種   
届出  

事業所数   事業所致   

金属鉱葉   15   31  武器製億業   7   17   

原油・天然ガス鉱業   30   32  その他の製造業   514   93   

食料品製造業   2t；3   31  電気業   108   50   

飲料・たばこ・飼料製造業   88   2t；  ガス業   58   16   

繊維工業   211   64  熱供給薫   28   7   

衣服・その他の繊維製晶製造業   39   43  下水道業   1．884   33   

木材・木製品製造業   230   28  鉄道業   58   23   

家具・装備品製造業   106   28  倉庫業   126   51   

パルプ・紙・紙加工品製造業   387   84  石油卸売業   532   8   

出版・印刷・同関連産業   396   52  鉄スクラップ卸売業   21   6   

化学工業   2．291   324  自動車卸売業   157   8   

石油製品・石炭製品製造業   156   107  燃料小売業   19．683   9   

プラスチック製晶製造業   1．028   137  洗濯業   140   18   

ゴム製晶製造業   311   83  写真業   

なめし革・同製品・毛皮製造業   31   21  自動車整備業   2，191   13   

窯業・土石製品製造業   534   95  機械修理雇   54   26   

鉄鋼業   367   53  商品検査薫   32   13   

非鉄金属製遺業   543   87  計量証明業   33   36   

金属製晶製造業   1．814   75  一般廃棄物処理業   1．927   35   

一般機械器具製造業   811   71  産業廃棄物処分業   540   50   

電気機械器具製造業   1．513   103  高等教育機関   104   28   

輸送用機械器具製造業   1，183   86  自然科学研究所   205   63   

精密機械器具製造業   230   52  合計   40，980   327   

都道府県別にみた届出状況  

届出  届出物質   
都道府県  都道府県  届出  届出物質  都道府県   

届出  届出物質  
事業所数  種類数   

北海道   2，221   14  石川県   534   10  岡山県   931   175   

青森県   472   7  福井県   423   14  広島県   1，004   17   

岩手県   562   7  山梨県   386   7  山口県   636   20   

宮城県   88   108  長野県   1．341   12  徳島県   340   10   

秋田県   56   7  岐阜県   951   12  香川県   417   95   

山形県   632   10  静岡県   1，646   17  愛媛県   548   141   

福島県   1．128   20  愛知県   2，517   16  高知県   211   5   

茨城県   1．162   19  三重県   837   16  福岡県   1，434   148   

栃木県   878   13  滋賀県   651   13  佐賀県   385   10   

群馬県   825   13  京都府   706   131  長崎県   368   5   

埼玉県   1．711   185  大阪府   1，947   18  熊本県   647   10   

千葉県   1，455   17  兵庫県   1．852   19  大分県   379   112   

東京都   1．473   121  奈良県   38tS   9  宮崎県   371   9   

神奈川県   1，778   17  和歌山県   362   13  鹿児島県   504   87   

新潟県  1，089   47  沖縄県  165  48   
富山県   639   12  島根県   317   81  合計  40．980  327   

2   



（参考1）  

2．集計結果の概要   

（1）㈱紙2参照）  
1）全国・全物質の届出排出量・移動量  

事業者から届出のあった排出量・移動量の全体の内訳は、総届出排出量。移動量471千ト  

ンに対して総届出排出量245千トン、総届出移動量225千トンとなっています。  

総届出排出量の内訳は、大気への排出217千トン、公共用水域への排出11千トン、土壌へ  

の排出0．14千トン、事業所内での埋立処分柑干トンとなっています。また、総届出移動量  

の内訳は、事業所外への廃棄物としての移動223千トン、下水道への移動2．3千トンとなっ  

ています。  

総届出排出量・移動量  

総届出排出量   
±総届出排出量に  

対する構成比   に対する構成比   

大気への排出  217千トン   88％   46％   

公共用水域への排出  11千トン   4．3％   2．2％   

土壌への排出  ：0．14千トン   0．056％   0．029％   

事業所内での埋立処分  18千トン   7．3％   3．6％   

小計  ：245千トン   100％   52％   

総届出移動量   
総届出移動量に  

対する構成比   に対する構成比   

事業所外への廃棄物としての移動 ：223千トン   99％   47％   

下水道への移動  ：2．3千トン   1．0％   0．49％   

小計  ：225千トン   100％   48％   

合計  ：471千トン  100％   

※以降、構成比は有効数字2桁で示す。  

総届出排出量・移動量  

書（48％）   

事業所外への  
廃棄物としての移動  

47％  

大気への排出  
46％  

届出拙出量・（52％）   



（参考1）  

2）全国の届出排出量・移動量の多い物質  

届出排出量・移動量の多い上位10物質の合計は354千トンで、総届出排出量・移動量471  
千トンの75％に当たります。   

上位5物質は、  

合成原料や溶剤として幅広く用いられる  

155千トン（構成比33％）  

57千トン（′′ 12％）   

30干トン（′′  6．4％）   

29千トン（′′  6．2％）   

20千トン（′′  4．3％）  

① トルエン  

② キシレン  

金属洗浄などに用いられる  

③ 塩化メチレン  

特殊鐸巨電池などに用いられる   

④ マンガン及びその化合物  

合成原料や溶剤などに用いられる  

⑤ エチルベンゼン  

の順となっています。  

※括弧内は、総届出排出量・移動量の合計に対する構成比を示す0  

届出排出量・移動量上位10物質とその量  

（単位：千トン／年）  

トルエン  

キシレン  

塩化メテレン  

マンガン及びその化合物  
6．8  

エチルベンゼン  

鉛及びその化合物  
9．O   

N，N－ジメチルホルムアミド  
4．8   

クロム及び三価クロム化合物  
0．1  

エチレングリコール  
1．3  

トリクロロエチレン  
2．9  

200   50  

4  



（参考1）  

3）全国の届出排出量の多い物質  

届出排出量の多い上位10物質の合計は215千トンで、総届出排出量245千トンの87％に当  

たります。   

上位5物質は、  

合成原料や溶剤などに用いられる  

① トルエン  

② キシレン  

金属洗浄などに用いられる  

③ 塩化メテレン  

合成原料や溶剤などに用いられる  

④ エチルベンゼン  

102千トン （構成比41．5％）  

44千トン （J／17．9％）  

20千トン （ ′′  8．0％）  

16千トン （JJ 6．6％）  

バッテリー・光学ガラス・顔料などに用いられる  

⑤ 鉛及びその化合物  9．0千トン（′′  3．7％）  

の順となっています。  

※括弧内は、総届出排出量の合計に対する構成比を示す。  

届出排出量上位10物質とその量  

（単位：千トン／年）  

トルエン  

キシレン  

塩化メテレン  

エチルベンゼン  

鉛及びその化合物  

マンガン及びその化合物  

N．N－ジメチルホルムアミド  

トリクロロエチレン  

ニ硫化炭素  

ほう素及びその化合物   

150   50  

5  
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4）業種別の届出排出量・移動量  

製造業・非製造業を併せた全45業種のうち、製造業（23業種）における届出排出量・移動  

量の合計は454千トンで、総届出排出量・移動量471千トンの96％を占めます。   

また、届出排出量■移動量の多い上位10業種の合計は400千トンで、総届出排出量・移動  

量の85％に当たります。  

上位10業種は、   

① 化学工業   

② 輸送用機械器具製造業   

③ プラスチック製晶製造業   

④ 鉄鋼業   

⑤ 金属製晶製造業   

⑥ 電気機械器具製造業   

⑦ 非鉄金属製遺業   

⑧ 出版・印刷・同関連産業   

⑨ 一般機械農具製造業  

127千トン（構成比27％）  

59干トン（  

46千トン（  

37千トン（  

29千トン（  

27千トン（  

26千トン（  

18千トン（  

16千トン（  

J／ 13％）  

／／  9．7％）  

JJ 7．8％）  

／J 6．1％）  

／／ 5．6％）  

JJ 5．6％）  

／／  3．8％）  

／J 3．5％）  

／／  3．3％）  ⑩ パルプ・紙・紙加工品製造業：15千トン（  

の順となっています。  

※括弧内は、総届出排出量・移動量の合計に対する構成比を示す。  

届出排出量・移動量上位10業種とその量  

（単位：千トン／年）  

化学工業  

輸送用機械器具製造業  

プラスチック製晶製造業  

鉄鋼業  
6ヱ  

金属製晶製造業  

電気機械器具製造業  

非鉄金属製遺業  

出版・印刷・同関連産業  

一般機械器具製造業  

′くルプ・紙・紙加工品製造業  

6
 
 
 



（参考1）  

5）業種別の届出排出量  

製造業・非製造業を併せた全45業種における届出排出量の合計は245千トンです。   

また、届出排出量の多い上位10業種の合計は203千トンで、総届出排出量の83％に当たり  

ます。  

上位10業種は、   

① 輸送用機械器具製造業   

② プラスチック製晶製造業   

③ 化学工業   

④ 非鉄金属製遺業   

⑤ 金属製晶製造業   

⑥ 出版■印刷・同関連産業   

⑦ パルプ・紙■紙加工品製造業   

⑧ 一般機械器具製造業   

⑨ ゴム製品製造業   

⑩ 電機機械器具製造業  

（構成比21％）  

（JJ13％）  

（ ′′  9．7％）  

（ ′′  7．9％）  

（ ′′  7．6％）  

（ ′′  5．6％）  

（ ′′  5．4％）  

（／／ 5．2％）  

50千トン  

32千トン  

24千トン  

19干トン  

19千トン  

14千トン  

13千トン  

13千トン  

9．7千トン（J／ 4．0％）  

8．8千トン（／J 3．6％）  

の順となっています。  

※括弧内は、総届出排出量の合計に対する構成比を示す。  

届出排出量上位10業種とその量  

（単位：千トン／年）  

輸送用機械器具製造業  

プラスチック製晶製造業  

化学工業  

非鉄金属製遺業  

金属製晶製造業  

出版・印刷・同関連産業  

パルプ・紙・紙加工品製造業  

一般機械器具製造業  

ゴム製晶製造業  

電機機械器具製造業  

40  

7   



（参考1）  

ぐ2）届出外排出量の集計結果（別紙3参照）  

1）全国・全物質の届出外排出量  

経済産業省及び環境省が推計を行った平成18年度の全国の届出外排出量の合計は、315千   

トンです。  

その内訳は、  

・対象業種からの届出外排出量＊   53千トン（構成比17％）  

・非対象業種からの排出量  99千トン（′′ 31％）  

・ 家庭からの排出量  50千トン（′′ 16％）  

・移動体からの排出量  113千トン（′′ 36％）   

です。  

＊）対象業種に属する事業を営む事業者からの排出主であるが、従業員数、年間取扱量その他の要件を満たさ  

ないため届出対象とならないもの。  

※括弧内は、届出外排出量の合計に対する構成比を示す。  

届出外排出量の構成  

2）移動体からの届出外排出量   

移動体からの排出量（113千トン）の内訳は、  

・ 自動車  ：92千トン  

ニ輪車  9．0千トン   

■ 特殊自動車（産業機械、建設機械、農業機械）  

4」千トン   

）
 
）
％
 
 

％
．
〇
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‖
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比
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構
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〃
 
〃
 
〃
 
〃
 
 

（
 
（
 
（
 
（
 
 

一 船舶  

・鉄道車両  

・航空機  

です。  

7．5千トン  

0．17千トン  

0．078干トン  

※括弧内は、移動体からの届出外排出量の合計に対する構成比を示す。  
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（参考1）  

移動体からの届出外排出量の構成  

鉄道車両  航空機  

（3）届出排出量と届出外排出量の合計（別紙3参照）  

1）全国の届出排出量と届出外排出量の合計  

全国の届出排出量（245千トン）と届出外排出量（315千トン）の合計は、560千トンです。  

都道府県別の概観は以下のとおりです。  

都道府県別の届出排出量・届出外排出量の合計  

9   



（参考1）   

2）届出排出量と届出外排出量の合計の多い物質  

届出排出量と届出外排出量の合計の多い上位10物質の合計は427千トンで、全体の  
76％に当たります。   

上位5物質は、  

溶剤■合成原料に用いられる他、自動車などの排出ガス、塗料等に含まれる  
① トルエン  

② キシレン  

溶剤などに用いられる  

③ エチルベンゼン  

金属洗浄などに用いられる  

④ 塩化メテレン  

179千トン（構成比32％）  

110千トン（／J 20％）   

35千トン（ ′′  6，3％）   

21千トン（ ′′  3．8％）  

洗浄剤・化粧品などに用いられる   

⑤ ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル  

18千トン（′′  3．2％）  
の順となっています。  

※括弧内は、届出排出量と届出外排出量の合計に対する構成比を示す。  

トルエン  

キシレン  

エチルベンゼン  

塩化メテレン  

ポリ（オキシエチレン）   

＝アルキルエーテル  
0ヱ1   

p－ジクロロベンゼン  

0．鵬4  

ベンゼン  

1．0  

ホルムアルデヒド  
039  

直鎖アルキルベンゼン  
スルホン酸及びその塩  

0．0ヰ4          D＿D           O．0064  

10   



（参考1）  

（4）特定第一種指定化学物質の届出排出量一移働量の集計結果  

全国の届出排出量・移動量  

人に対して発がん性のある特定第一種指定化学物質12物質の届出排出量・移動量の合計は   

9．8千トンです。  

上位5物質は、   
① ニッケル化合物   

② ベンゼン   

③ 枇素及びその無機化合物   

④ 六価クロム化合物   

⑤ 石綿  

4．0千トン  

2．1千トン  

1．5千トン  

0．57千トン  

0．51千トン   

の順となっています。   

また、ダイオキシン類の届出排出量・移動量は3．5kg一丁EQとなっています。  

一方、特定第一種指定化学物質の届出排出量・移動量の合計に対する排出・移動先割合とし  

ては、事業所外への廃棄物としての移動が最も多く（構成比67％）、 次いで大気への排出（同  

16．3％）、事業所における埋立処分（同14．5％）などの順となっています。  

特定第一種指定化学物質届出排出量・移動量  

11   
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（別紙1）  

平成柑年度の業種別届出事業所数・排出量・移動量  
届出排出t（k〆年）  届出移勤t（kg／年）  届出排出t・  

集積名  
届出敷  

移動土合計  
埋立   合計  廃棄媚勤  下水遭 への移動   （kg／年）   

金属鉱業  15   2  105．08   1．79   2ヰ   107．121   4．10  4．10   111，221  0．02％   

原油・天然ガス鉱業  30   27，丁57  211．281   57  239，Og   1．793  1．793  240，887  0．05％   

製造集  13．053  212，685．ヰもg  5．61了．33   66  17．908．723  236，222，19  215．318．5ヰ  2．225，54  21T．5ヰ2．09  453，764，29  96．3肌  

造稟   263  431，170  23，70  454．87   482．33  49．59   451，931  ∝帽．801  0．19％  

まこ・飼料製造業   88  130，74D   8   130．80   2ヰ3．121  243．121  373，93  D．08㌔  

211  4．856．ヰ丁2  631．丁く）  5，ヰ88．18  3，027．35  567，64  3．594，99  9，D83．17  1．931  

他の繊維製晶製造業   39  107．1¢5  21，一丁  128．9   38g，18   3．501  392．681  521．82  0．11Ii  

製品製造業   230  2．ヰ73．916   18  2．474，113  182，05   9   192．153  2，686．28  0．5丁，i  

品製造業   106  1，140．73（】   1†  1．川0．90   347，93   7   348，01  1．488，91  0．32％  

・紙加工品製造暮   387  13，10乙059  122．821  13，2れ88  2．162，34   1．49  2．163．83  15，388．Tl  3．27，i  

・開場遽産業   3g6  13．丁2丁，18D   13．72丁．1丁  l，268．丁73  16，28  4．285J）5  18∬12，23  3．83≠  

2．291  21．079．895  2，452，18   41  251，06  23，783．19  102．478．鋸  710，97  103，18丁．91  126，971．10  26．9乃  

・石炭製品製造業   158  1．105．16Z  70．03  8．ヰ               1，175．19  1．043．88  31，83  1，075．51  2．25t）．71  

ク製品製造業   1．028  32．170．†82  50．457   32，221．159  13，878．75  317．597  13，394．35  45．615．51  9．69％  

製造業   311  9．888．240  88，20   10  2．53Ii               9，726．543  2，173．313  4．45  2，1TT．丁7  11，∝叫31  

同製品・毛皮製造業   31  334，03¢  1．29  335，38   78，423  17．2g   9t；．71   43之．0ヰ  

製品製造♯   534  7．10了．105  42，4g   10   11．148．781   

36丁  4，274，713  508．45  1．1亜．TO  6，231，88  30，57凱1丁  12．12  80．591．293  36．823．16  丁．8  

製造t ‘   糾3  2，198，860  9gO．81  16．199．77  19．387．25  6，8丁8Jg  13．85  6．890．751  ヱ8，2了8，（氾  5．58≠  

製造業   1，814  18．581，730  123．之5  2，13  18，707，11  g．855．28  47．25  9．∝）2．53  28．808．¢5  8．08％  

♯1製造業   811  12，¢28，糾2  10．糾1  12，639．28  3．丁85，80  13．211  3．丁99p2  18．ヰ38．30  3．4  

♯具製造t   1．513  8．325．632  426．47  3．30  8，755．ヰ1  17．442．85  328．53  17．771．391  28，526．80  5．6訊  

械器1製造業   1，183  50，261，糾7  79．13   22   12．る             297  58，341．30  9．026，51  38．481  9．064．99  58，408．29  

讐共製造♯   230  1，3TO．¢57  8．75  1β79．41   561，02   6．703  56丁．73  1，847，川  0．41，l  

コ   7   24．556   24．571   18．30  18，30   42，8丁  0．01  

その他の製造集   514  丁．578，681  14．84  7，591，52  3．313．丁2  22，65  3，336．37  10．82丁．89  乙3   

t気集  108  245．353  3，06  248．41   3丁7．69   33   378月33  826，ヰ5  0．1   

ガス業  58   23J2：I  23．423   52，457  52．457  丁5．88  0．02％   

熱供給集  28   57．530  57、53   1丁，30   9，11   28′1   83．84  0．8   

下水道集  1，884   0  4．168．25  4．188．25   55，08   3   55，07  4．223．32  0．90％   

乱立♯  58  138，ヰ03   7J＝  139．14   238．98   9，12   248．11   385．25  0、0   

書正★  126  635．∝〉0  12．017  647β1   51，38  51．3ti  898．381  0．15％   

石油個l禿彙  532  440．Tti5  ヰ40．7t5   7．657  7．65  ヰ48．■2  0、1（粍   

鉄スクラップ卸売♯  21   278  27   130，54  130，54  1：軋81  0．03   

自動暮卸先集  15丁   16，535  1．307  17，84   229．041   1．44   230．48  248．32  0．05％   

燃料小売♯  柑．683  1．265．418  73．00  134．【氾  1．472．41   137，5¢  137，56  1．∝19．97  0．3咄   

洗1儀  140  326，g99  5，901  332．90   518，74   2，78   521．51   854．41  0．1   

写工業  10．000  10．00   80  80   10．80  0．00％   

自動＋整備♯  2．191  5g8，715  13，6丁  610．39  3，3柑，521  21．31  3．340β3   

丑亜書理暮  54  152．932   28  153，21   127．09   3，gO   130．99  284．20  0．0飢   

蘭晶機壬♯  32   16，828  16．82   63，07  63．0丁   79．90  0．0   

計量証明集  33   1：事，615  13，61   100．叩  100．77   114．38  0．02％   

一般廃棄物処理♯  1．92丁   378  84．84  3   95．23   

産業展薫物処分集  5ヰ0   26，553  239，29   3   31   268，18  1．589．（船   

高専教書機関  1D4   46，890  46．89   312．31   4．30   316．62  363，31  0．0飢   

自然科学研究所  205   的．675  1，20   64．89   4TO．111   乙31   472．42  537．323  0．11％   

全業種合計  40．980  216．800，313  10．547，279  138，539  17．909．201  245，393、421  223．142．ヰ35  2．2糾．8ヰl  225．427．279  470．820，7∝l  10（h   

割合 （％）  48．05％  2．24％  00：】ヽ   3．80％   52．12％   47．3肌  0．一肌   l†88＼   100ヽ  

※ 排出量・移動量の合計は、各事業所から届け出られた当該データ（ダイオキシン類は除き小数点第一位まで）の合計   

について小数点第一位で四捨五入し、整数表示したもの。本集計表の排出量等の各欄を縦・横方向に合計した数値とは   

異なる場合がある。  
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（参考1）  

（別紙2）  

平成18年度の都道府県別の届出事業所数・排出量・移動量  
届出耕出鼻（kg／年）  届出移動量  届出排出量・  

都道府県名  届出数  移動量合計  
大気  公共用水域  土壌  埋立   合計  廃棄物移働  下水道 への移動  合計   （kg／年）   

北海道   2．221  2．202．826  407．川  49，049   87  2．659．101  1，453．787   18．430  1．472，217  ヰ，13l．318  0．88′   

書森県   ヰ72  301．517  284．806  85．0   3  591，326  492．533   98  492，631  1，083．957  0．23   

岩手県   582  1，928，00了   75．0ヰ6   6  2．003，059  1．257．822  28．158  1．285，979  3，289．038  0．70   

宮城県   880  1．528，657   63．591   15  386．7了8  1．9丁9．036  2．291．291   20，53ヰ  2．311，825  ヰ．290．86l  0．91   

秋田県   58  1，107．857  137，69  9．228，73  10．ヰ74，277  1，668．979   107  1，669，0別；  12，148，362  2．58   

山形県   ＄32  1，002．689   51，857   5  1，054．35  2．066．25ヰ   11．756  2，078．01  3．132．360  0．8了   

福島県   1，128  5．486，206  1，036．70   8   2．332  6，ヰ45．250  10，050．343   68  10．051．02丁  16．496，277  3．50   

茨城県   1，162  10．585．275  1ヰ0，547   0  6，173  10，731．995  10．499．981  ヰ14，346  10．9川．327  21．646β22  4．6   

栃木県   878  7，9t＝．820   9乙882   8，054．703  4．039．742   12，084  4．051．825  12．106．528  2．57   

群馬県   825  6．803，07ヰ  111．139   95  6．91ヰ．309  4．808．335   14．39  4．822，725  11．737，033  乙49   

埼玉県   1．了1t  12，514，27   324，89   0  12，839．168  9．854．175  80，637  9，93ヰ．812  22．773．980  4．84   

千葉県   1．455  8，421．913  329，789   5  22．023  8，丁73．73  13．534．3ほ   3，957  13．538．272  22．312．002  4．74   

東京都   1．473  2，394，897  459．699   51   1ヰ  2．854．791  2，855．079  61．680  2．916，759  5，771．550  1．23   

神奈川県   1．778  9．283．128  339，55   0  9，622，68  川，903，182  124．271  15．02丁．453  24．650．132  5．24   

新潟県   1，089  3，585，22l  417，56   60  250．000  4．252，841  2．074．134   7．082  2．081．柑6  6．334．037  1．35   

富山県   639  2．ヰ04，248  165，926  2．570，17  4，842，342   4．00  4，846，352  7．416，52tS  1．58   

石川県   53ヰ  3．390．721  12ヰ，ヰ9l   41  3．5ほ．253  1．ヰ6了．108  323，84l  1，790．9ヰ7  5，306，20  1．13   

福井県   423  2，888．TO2  453．682   0  3．322．383  5．493．217  61．974  5，555．191  8，877．574  1．8g   

山梨県   388  2．042．394   16，56   0  乙058，95   ！川6．617  29．176  975，793  3．03ヰ，747  0．64   

長野県   1，341  2．728，673  122，38  2，851，057  1．896．863  25．033  1，921．896  4，772．753  1．01   

岐阜県   951  8．957，137  119．9丁5  891，451  7，968．563  3，491，371   28，502  3，519．873  11．488．ヰ37  2．44   

静岡県   t．646  17．499．670  282，417   17，78乙08  7．797．95   22．223  了．820，け3  25．602ヱ61  5二44   

愛知県   2，51†  17．303．る16  487，175   6   4．827  17．丁95，42  15，735，967  7¢．937  15，812．90ヰ  33．608，328  7．14   

三重県   837  7，895，172  258，581   8．151．754  6．869，27ヰ   34l  6．869．615  15，021，3¢9  3．19   

滋賀県   651  5，080．336   29，35   13  5．109．703  6，053．781   26．99¢  6．080．777  11，190，479  2．38   

京都府   706  3，【裕3．303  176，007   0  3，239．311  2，2ヰ9．501  183，316  2．432．817  5．672，128  1．20   

大阪府   1，947  6，181，07   692，30   4   0  6，853，419  乳651，89  219．873  9，87l．7¢4  18．725．182  3．55   

兵庫県   1．852  8．805，309  465，67   0  253．212  9．32ヰ．191  14．262．ヰ37  63，969  14．326，406  23，650，597  5．02   

奈良県   38＄  1．137．281   13．531  0  1．150，了92  670．68  300．372  971．052  2，121．844  0．45   

和歌山県   382  2．945，98   47，Ol   0  2，992．99  ヰ．862．706   7．396  4．870，102  7，863．092  1．67   

鳥取県   319  931，421   3，943   0  935，3t；3  341，27   7，55   348．820  1，284．183  0．27   

島根県   317  2．122，676  128．5tS   0  20．51  2，271．147  1，063，572   13  1．003，585  3，335β32  0．71   

岡山県   931  6，475．697  364，678   0  21．090  6．861，465  10，041．633  20．549  10，062．182  16．923，64了  3．59   

広島県   1，00  8．095，522  315，095   95  2．72l．3柑  11．13乙030  5，251．836  39，375  5，291，212  16．423．242  3．49   

山口県   836  4．761．11ヰ  939．50   0   0  5．700，822  10．678，2ヰ5   646  10，6了8，89l  16．3了g．51ヰ  3．48   

徳島県   34   649．021   45，017   0  694，038  1．585．309   96  l，585．ヰ05  2．279，4ヰ2  0．ヰ8   

香川県   41丁  6，229．283   58．949   3   7ヰ0  6．288，9了5  1．869，75   ヰJ17  1，874．175  8．163．150  1．73   

愛媛儒   548  5，202．958  150，901   0   0  5，353，859  8，739．308   ‖】3  8，739，491  14，093，350  2．99   

高知県   211  485．668   19．897   68  505，633  266，553   70   267．253  772．886  0．16   

福岡県   1．434  7．柑3，793  318，59   0   77  7，512，480  6，381．DO   12．425  6，393，429  13．905．889  2．95   

佐賀県   385  1，805，8了7   29．615   0   0  1．835．492  869．779   604  870．383  2，705．875  0．57   

長崎県   368  2．972．958   46．287   0   0  3，019．245  512．566   19，554  532．119  3．551．364  0．75   

熊本県   647  2．692，370  132，349   0  乙824，720  1．649，120   4．258  1，653，3了8  4．478，097  0．95   

大分県   379  1．218．658   81．73l   120   0  1．300．509  3．351．688   483  3．352．150  4．652．859  0．99   

宮崎県   37¶  415，226  109，003   65  2．700，000  3，224，294  1．999．034   1．435  2．【氾0．469  5．224．763  1．11   

鹿児島県   504  359．221  136．858  l．790   0  497．869  278，857   405  279．262  777．131  8．17。   

沖縄県   165  77，896   20．538   0  1，400，000  1，498．ヰ3   121．470  121，470  1，619．904  0．34   

合計   40，980  216．800，313  10．547．279  138，539  17．909．291  245．393，421  223．142．ヰ35  2，28ヰ，84ヰ  225．427．279  470，820，700  100   

割合（％）  一． ／   48．05％   2．24，i  0．03％   3．80％   52．12，i   47．39％   0．ヰ9，も   47．88％   100％  

※ 排出量。移動量の合計は、各事業所から届け出られた当該データ（ダイオキシン類は除き小数点第一位まで）の合計   
について小数点第一一位で四捨五入し、整数表示したものこ本集計表の排出量等の各欄を縦・横方向iこ合計した数値とは   

異なる場合がある＝  
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（参考1）  

（別紙3）  

平成柑年度の都道府県別の届出排出量及び届出外排出量  
届出   外排出土（kg／年）  

排出土合葛十 （k／年）  割合  

都道府県  届出数  届出排出1 （kg／年）  移動体   合計   g  

北海道   2，221  2，659．101  1，499．587  6．130，863  1，219．287  5ヱ59．527  14，109，2t；5  16．768．368  2．99％   

青森県   472  591．32t；  466，673  2．195，43   85t∋．86  1．534，055  5．053．023  5．64l．349  1．01％   

岩手県   562  2，003，059  483．043  1．261．853   754．986  1．789．391  4．289，273  6，292．332  1．12％   

宮城県   880  1．979，036  790．248  1．444．745  816．472  2，213．056  5，264，521  7，243．557  1．29％   

秋田県   560  10．474．277  462．478  874，889  584．991  1．248．381  3．188．739  13．843，015  2．43％   

山形県   632  1．054，350  542，339  1．056．48   444，718  1，428．651  3，472，柑6  4，526．538  0．81％   

福島嘱   1．128  6，445．250  863．829  1．302．442  1，081，33  2，187，53  5，435，13  11，880，38  2．12％   

茨城県   1．162  10，丁31．995  1．431，丁8  4．159．63  1．460．65  3，571，752  10．623，802  21．355．796  3．81％   

栃木県   878  8．054，TO3  1．011．54  1．593，9   968，818  2，681，652  6，255，958  14．310，661  2．55？i   

群馬県   825  8β14，309  1．272，671  3．168．668  1，185，75¢  2，582，63丁  8．209，731  15．124，04  2．7仇   

埼玉県   1，711  12，839，188  3．198，549  2．361，780  2．454．641  4．747．055  12．762．025  25，601．193  4．57，i   

千葉県   1．455  8，了73．730  1，458．836  4．377．88  2．454．343  4．647，881  12，938，944  21．712．67  3．87％   

東京都   1，4丁3  2．854．791  4．900．62  11．753．322  2，410．193  5．935．525  24．999．680  27．854，451  4．97，i   

神奈川県   1，778  9．622．680  2，269．94  4．772．110  1β11．746  4．848．422  13．702．219  23，324．898  4．16％   

新潟膿   1．089  4ヱ52．841  1，306，93  1．305．829  1．151，585  2，556．937  6，321．288  10．574，129  1，89％   

青山県   639  2．570．174  532．315  1．708，5   422，98  1，088．38g  3，752．187  6．322．361  1．13％   

石川県   53  3，515．253  526．309  1．862．052  494，25  1，175，87丁  3．858，288  7．373，541  1．32％   

福井県   423  3．322，383  387．32  1，374，588  365．163  1．066．851  3．193．90  6．516，283  1．16％   

山梨県   38＄  2．058．954  486．88   503．161   438．ヰ43  1．412．467  2，8ヰ0，955  4，89乳909  0．87，i   

長野県   1．341  之．851．057  1．086．21  1．039，327  785，106  3，067，6柑  5．978，261  8．829，318  1．58，i   

岐阜県   951  7．968．5t∋3  1．219，283  897．153  887．058  2．539，2弼  5，542．781  13．511．3小l  2．41％   

静岡県   1．646  17．782．088  2，19丁，573  1．788，505  2．047．093  3．7‖．2  9，744，41  27．526．502  4．！＝％   

愛知県   2．517  17．795，424  3，707．456  4，463．027  3．159，76  5，298．895  16．629，143  34．424，586  6．14％   

三重県   837  8．151．75   794．309  1，007．786  1，030．13  2．588．223  5，400，中19  13．552，202  2．42，i   

滋賀県   651  5．109．703  43乳869  393，863  402，186  1，896．203  3，132．122  8．241．82  1．47％   

京都府   TO8  3，239．311   835，43   753，937  728，155  2，305．426  4．622．948  7．862，259  1．40％   

大阪府   1，947  6．853，419  4，584．496  4．041．088  2，209，52  4，759，79  15．594，898  22．448，317  4．01％   

兵庫県   1，852  9，324．191  2，017．119  2，299，565  1，481．252  3，882，347  g．860．282  18，984．473  3．39，i   

奈良県   386  1，150，792  459．595  379．395  546，165  1，617．392  3．002，547  4．153．339  0，74％   

和歌山県   362  2，992．990  452．28  1．257．483  869．163  1，218，146  3．797，071  6．790，061  1．21％   

鳥取県   319  935，363  189．541   604．589  325，751  879．612  1．999，493  2．934．858  0．52％   

島根県   317  2．271．747  269，023  558．57   520，976  1．037．475  2．386．048  4，657，796  0，83％   

岡山県   931  6，861，465  707．208  1．286．842  1．001，923  2，141．87  5．137．847  11．g99，312  2．14，i   

広島県   1．004  11．132，030  1．245．245  1，982．538  1，323，223  2．825，8g  7．378，897  18．508，927  3．30％   

山口県   636  5．700，622  428．178  3．631．159  808，722  1，709，588  6．5了7．647  眩278，270  2．19％   

徳島県   340 694．038  326，631  1．011，408  712，582  936．027  2．986．648  3，680．688  q．68％   

香川県   417  6，288．975  366．493  700，559  679．407  1，157，998  2，904，457  9，193，432  1．64，i   

愛媛県   548  5，353．859  546．94  1．492，767  998．336  1，569，905  4．607，953  9．961，812  1．78％   

高知県   211  505，633  329，0了2  992．158  594．988  908．753  2，824．97  3．330．603  0．59％   

福岡県   1．4  7．512．460  1．511．131  3，295．072  2．017，846  3，561．035  10，385，085  17，897，5ヰl  3．19，i   

佐賀県   385  1，835．492  327，123  957．087  510．801  1，188，5  2，983．515  4．8柑，006  0．86％   

長崎県   368  3．019，245  420．435  1，647，707  831．443  1，510，517  4，410．103  7．429．347  1．33％   

熊本県   647  2．824，了2   573．827  2，750，＄37  945．92  1，982．588  6，252．977  9，077．696  1．62％   

大分県   379  1，300，509  415，011  855，315  丁71．067  1．490．807  3，532，199  4，832．708  0．86％   

宮崎県   371  3．224．294  43t∋．363  2．238，984  681，066  1，324．434  4．680．848  7．905．142  1．41％   

鹿児島県   50   497．869  826．05  3，058．332  1．183．407  1，さ11．070  6．678，859  7．176，728  1．28％   

沖縄県   165  1．498．43   414．64   749，693  618，421  1，143．485  2．926．243  4，424．677  0．79％   

合計   40．980  245．393，421  52．712．772  99．142，699  50．028．698  113，194．368  315，078．537  580，471．958  100％   

割合（％）    ／   43．78％   9．41％   17．69％   8．93％   20．2仇   56，22†i   10仇  

※対象業種、移動体については、都道府県に配分できないものがあるため都道府県の合計と合計欄の数値が異なる。   
排出量・移動量の合計は、各事業所から届け出られた当該データ（ダイオキシン類は除き小数点第一位まで）の合  

計について小数点第一位で四捨五入し、整数表示したもの。本集計表の排出量等の各珊を縦・横方向に合計した数値  
とは異なる場合がある。  

14   
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届出排出量・移動量の経年変化の概要について   

化学物質排出把握管理促進法に基づき事業者から届け出のあった排出量及び移  

動量の集計結果について、前年度までの集計結果※と比較した結果は以下のとおり  

です。   

なお、平成13，14年度届出分については、届出事業所の対象化学物質の取扱量  

要件が5トンであることに留意する必要があります（平成15年度届出分から取扱  

量要件は1トンに引き下げ）。   

※平成17年度データについては、昨年2月の公表後に変更された届出事項を反映したものを用いています。  

（1）届出状況   

届出のあった全国の事業所総数は、18年度は40，980事業所となっており、前年  

度と比べて増加しています。また、電子情報処理組織による届出の占める割合が増  

加傾向にあります。  

表1．届出方法別にみた届出状況（（）内は全届出に占める割合）  

H13   H14   H15   H16   H17   H18   

紙による届出   
32，293  31，221   34．999  27，124  24，689  23，345  

（92．7％）  （90．5％）  （85．2％）  （67．3％）  （60．5％）  （57．0％）   

磁気ディスクによる届出   
2，061   2，021   2，517   1．560   1，267   1，190  

（5．9％）   （5．9％）   （6．1％）   （3．9％）   （3．1％）   （2．9％）   

電子情報処理組織による  466   1，255   3，559   11，647   14，839   16，445   

届出   （1．3％）  （3．6％）  （8．7％）  （28．9％）  （36．4％）  （40．1％）  
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（2）届出排出量・移動量   

排出先別の届出排出量・移動量は表2のとおりです。平成18年度（以下、特に  

年度を明示していない排出量等については平成18年度のものを指す。）に事業者  

から届出のあった総届出排出量・移動量は約471千トンであり、前年度と比較して  

約4％減少しました。また、総排出量は約245千トン（同比5％減少）、総移動量  

は約225千トン（同比2％減少）となっています。  

表2．届出排出量・移動量の経年変化  

排出先  H13   H14   H15   H16   H17   H18   

大気   279，478  255，629  251，196  232，648  225，682  216，800  
公共用水域   12，631  12，041  12，547  11，228  10，949  10，547  

排出量 （トン／年）                                土壌   

234   299   250   252   234   137  

20，451  22，429  27，290  24，609  22，173  17，909  
312，794  290．398  291，282  268，737  259．038  245，393   

移動量  
212，415  207，166  232，297  225，818  226，832  223，142  

3，973  2．977  3，108  2，891  2，599  2，285  

（トン／年）   216．389  210，143  235，405  228，709  229，430  225，427   

排出量・移動量  

合計（トン／年）  
529，182  500，541  526，687  497，446  488．468  470，821   

（3）化学物質の種類別の届出排出量・移動量  

①届出排出量・移動量上位10物質  

届出排出量・移動量上位10物質は表3のとおりです。上位10物質の構成と順   

位は前年度と同じです。  

表3．平成18年度届出排出量・移動量上位10物質と前年度までの量  

対象物質  届出排   出土・移動  量合計（トン／年）  

順位             物質  
物質名   H13   H14   H15   H16   H17   H18   

227  トルエン   178，002  169，568  169，849  157．770  160，390  155．132   

2  63  キシレン   65．338  59．418  61．308  59，445  57，688  56．956   

3  145  塩化メテレン   37．308  33，448  34，018  31，874  32．955  30，114   

4  311  マンガン及びその化合物   23，953  29，265  32，583  32，120  32，114  29，408   

5  40  エチルベンゼン   12．555  12，840  16，607  17，069  柑，869  20，154   

6  230  鉛及びその化合物   17，560  16，751  17．670  18，699  16，547  17，353   

7  172  N．N－ジメチルホルムアミド  16．291  13，420  15，509  15，330  14，635  14，136   

8  68  クロム及び三価クロム化合物  13．541  12．853  14．635  13．900  12，267  12，380   

9  43  エチレングリコール   7，936  8．149  15．788  15，166  11，472  11，657   

10  211  トリクロロエチレン   8，164  8．322  8，579  8，022  8，233  7，191   

上位10物質の合計  380．648  364．034  386．547  367，395  365，171  354，480   

合計  529，182  500，541  526，687  497．446  488，468  4了0．821   

2   
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②届出排出量上位10物質  

届出排出量上位10物質は表4のとおりです。上位10物質の構成は、前年度と   

比べて枇素及びその化合物がランク外になるなど、入れ替わりがみられます。  

表4．平成18年度届出排出量上位10物質と前年度までの量  

対象物質  排出量合計（トン／年）  

順位        物質  
物質名   H13   H14   H15   H16   H17   H18   

口  227  トルエン   132，546  122，900  119，147  109．144  105，790  101，807   

2  63  キシレン   52，391  47．521  48，498  46，413  44，684  43．920   

3  145  塩化メチレン   27．342  25，469  24，695  22，058  22，244  19，669   

4  40  エチルベンゼン   9，159  9，982  12，845  13．868  15．132  16．293   

5  230  鉛及びその化合物   9，253  9，556  9，963  8，575  8，267  8，976   

6  311  マンガン及びその化合物   4，792  4．504  8，723  8，589  7，069  6，797   

7  172  N，N－ジメチルホルムアミド  6，334  5．223  4，763  4，345  4．333  4，782   

8  211  トリクロロエチレン   6，346  6．045  5，780  4，990  5．128  4，755   

9  241  二硫化炭素   7．078  4，997  5，056  4．942  4．259  4，360   

10  304  ほう素及びその化合物   2，258  2，504  3，040  3，023  3．140  3，205   

上位10物質の合計  257，499  238．701  242，510  225，947  220，046  214，564   

合計  312．794  290，398  291，282  288，737  259．038  245，393   

1）大気への届出排出量上位10物質  

大気への届出排出量上位10物質は表5のとおりです。上位10物質の構成は   

前年度と同じですが、6番目のN，N－ジメチルホルムアミドと7番目の二硫化   

炭素が入れ替わっています。  

表5．平成18年度大気への届出排出量上位10物質と前年度までの量  

対象物質  大気への届出排出量（トン／年）  

順位        物質  
物質名   H13   H14   H15   H16   H17   H18   

l  227  トルエン   132，419  122，783  119，050  109，051  105，896  101．736   

2  63  キシレン   52，355  47．492  48，460  46．366  44．649  43．882   

3  145  塩化メチレン   27，322  25，449  24．681  22，048  22，234  19，657   

4  40  エチルベンゼン   9．157  9，980  12．842  13，866  15，131  16，291   

5  211  トリクロロエチレン   6，341  6．042  5，775  4．987  5，125  4．752   

6  172  N，N－ジメチルホルムアミド  6．040  4，614  3，932  4，039  4，023  4，490   

7  241  ニ硫化炭素   6，938  4，905  4，953  4，843  4，181  4，273   

8  177  スチレン   4，594  4，005  3．779  3，410  3，340  2，891   

9  96  塩化メチル   4．403  3，867  3，658  3，415  2，153  1，892   

10  200  テトラクロロエチレン   2，296  2，251  1，977  1，703  2，007  1．790   

上位10物質の合計  251，864  231，388  229，108  213，729  208．538  201，655   

合計  279，478  255，629  251．196  232，648  225．682  216，800   

3   
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2）公共用水域への届出排出量上位10物質  

公共用水域への届出排出量上位10物質は表6のとおりです。上位10物質の   

構成は、前年度と比べてクロロホルムがランク外になるなど、入れ替わりがみ   

られます。  

表6．平成18年度公共用水域への届出排出量上位10物質と前年度までの量  

対象物質  公共用水域への届出排出i（トン／年）  

順位        物質  

番号   
物質名   H13   H14  H15   H16   H17   H18   

口  304  まう素及びその化合物   2，130  2，392  2，887  2．873  2，997  3．061   

2  283  ふっ化水素及びその水溶性塩  3，23t；  2，938  2，954  2，754  2．874  2．741   

3  311  マンガン及びその化合物   1，039  1，085  1，052  1．011   815   873   

4   ロ  亜鉛の水溶性化合物   640   562   836   641   826   807   

5  ヰ3  エチレングリコール   1，845  1，4ヰ9   988   921   792   601   

6  172  N．N－ジメチルホルムアミド   294   608   830   305   310   292   

ポリ（オキシエチレン）＝アルキ  

ルエーテル（アルキル基の炭  

7  307    素数が12から15までのもの  
226   220   249   217   191   203   

及びその混合物に限る。）  

8  181  チオ尿素   115   180   242   186   155   155   

9  61  ど一カプロラクタム   200   205   179   158   234   138   

10  46  エチレンジアミン   1引   166   142   101   111   130   

上位10物質の合計  9，885  9，805  10．159  9，168  9，105  8，802   

合計  12，631  12，041  12，547  11，228  10．949  10．547   

3）事業所内の土壌への届出排出量上位10物質  

土壌への届出排出量上位10物質は表7のとおりです。上位10物質の構成は、   

前年度と比べて入れ替わりがみられます。  

表7．平成18年度事業所内の土壌への届出排出量上位10物質と前年度までの量  

対象物質  事  業所内の土壌への届出排出量（トン／年）  
順位          物質  

番号   
物質名   H13   H14  H15   H16  H17   H18   

口  43  エチレングリコール   181．31  250．56  237．01  245．05  229．02  134．02   

2  177  スチレン   46．24  42．02  5．31   1．13   1．81   0．99   

3  243  バリウム及びその水溶性化合物   3．80  4．62  4．99  2．99  1．74  0．81   

4  199  テトラクロロイソフタロニトリル   0．00  0．00  0．00  0．00  0．10  0．16   

4．4’－イソプロビリテンジフェ  

5  30   ノールと1－クロロー2，3－エポ  0．35  0．08  0．07  0．15  0．16  0．13   
キシプロパンの圭結合物  

6  68  クロム及び三価クロム化合物   0．07  0．01   0．15  0．22  0．12  0．11   

7  25  アンチモン及びその化合物   0．01   0．00  0．03  0．04  0，05  0．06   

8  304  ほう素及びその化合物   0．04  0．01  0．07  0．04  0．10  0．05   

9  172  N，N－ジメチルホルムアミド   0．00  0．00  0．00  0．04  0．00  0．04   

10  145  塩化メテレン   0．04  0．06  0．08  0．02  0．01   0．04   

上位10物質の合計  231．85  297．36  247．68  249．69  233．11  136．40   

合計  233．98  299．03  249．52  252．28  234．48  136．54   
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4）事業所内の埋立処分の届出排出量上位10物質  

埋立処分の届出排出量上位10物質は表8のとおりです。上位10物質の構成   

は前年度と同じですが、6番目のカドミウム及びその化合物以降以下において若   

干の順位の変動がみられます。  

表8．平成18年度事業所内の埋立処分の届出排出量上位10物質と前年度までの量  

対象物賞  事業所内の   埋立処分の届出排出   量（トン／年）  

順位              物質  
物質名   H13   H14   H15   H16   H17   H18   

口  230  鉛及びその化合物   9，165  9，484  9．885  8，496  8，217  8，931   

2  311  マンガン及びその化合物   3．716  3，387  7，633  7，545  6．214  5，887   

3  252  枇素及びその無機化合物   5，983  7，1ヰ8  6，468  6，144  5．782  1．295   

4  25  アンチモン及びその化合物   1，201  1，011  1．064  1，128  1，256   

5   口  亜鉛の水溶性化合物   12   74  1，537   178   263   282   

6  60  カドミウム及びその化合物   155   119   146   119   117   85   

7  68  クロム及び三価クロム化合物   593   489   370   448   248   54   

8  207  銘水溶性塩（錯塩を除く。）   27   0   16   18   23   45   

9  232  ニッケル化合物   136   110   121   159   142   39   

10  178  セレン及びその化合物   24   22   18   21   24   16   

上位10物質の合計  19，811  22，035  27，204  24，193  22，158  17．890   

合計  20，451  22，429  27．290  24，609  22．173  17．909   

③届出移動量上位10物質  

届出移動量上位10物質は表9のとおりです。上位10物質の構成は前年度と同   

じですが、6番目のエチレングリコールと7番目のN，N－ジメチルホルムアミド   

が入れ替わっています。  

表9．平成18年度届出移動量上位10物質と前年度までの量  

対象物質  移動i合計（トン／年）  

順位           物質  

番号   
物質名   H13  H14   H15   H16  H17  H18   

口  227  トルエン   45，456  46，668  50，701  48，626  54，599  53，326   

2  311  マンガン及びその化合物   19，161  24，761  23，860  23，531  25，045  2乙611   

3  63  キシレン   12，947  11．897  12．810  13，032  13，004  13，036   

4  68  クロム及び三価クロム化合物  12β68  12，309  14．212  13．406  11．976  12，282   

5  145  塩化メテレン   9，966  7．979  9，323  9，816  10．711  10，445   

6  43  エチレングリコール   5，118  5，668  13．881  13，393  9，850  10，366   

7  172  N，N－ジメチルホルムアミド   9，957  8．196  10，747  10．986  10．302  9，354   

8  230  鉛及びその化合物   8，308  7，195  7．707  8，123  8，280  乳377   

9   口  亜鉛の水溶性化合物   6，880  5，557  5．214  5．091  5．110  5，486   

10  272  フタル酸ビス（2－エチルヘキ シル）  5，056  5，125  5．494  5．522  4，942  5，303   
上位10物質の合計  135．717  135．355  153．950  151，527  153，821  150．584   

合計  216．389  210．143  235．405  228，709  229，430  225．427   

5   
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1）事業所外への廃棄物としての届出移動量上位10物質  

廃棄物としての届出移動量上位10物質は表10のとおりです。上位10物質の   

構成は前年度と同じですが、6番目のエチレングリコールと7番目のN，N－ジ   

メチルホルムアミドが入れ替わっています。  

表10．平成18年度事業所外への廃棄物としての届出移動量上位10物質と前年度までの量  

対象物質  事業所外への廃棄物としての届出移動量（トン／年）  

順位        物質  
物質名   H13   H14   H15   H16   H17   H18   

口  227  トルエン   45，391  46，628  50，863  ■48．585  54，545  53，280   

2  311  マンガン及びその化合物   19．153  24．755  23，851  23，524  25，039  22．605   

3  63  キシレン   12，894  11．850  12．785  13，010  12，982  13，012   

4  88  クロム及び三価クロム化合物  12，857  12，278  14，167  13．387  11，963  12．268   

5  145  塩化メチレン   9，985  7．971  9，312  9．811  10，707  10．442   

6  43  エチレングリコール   4．729  5，379  13．533  13，086  9．564  10，115   

7  172  N，N－ジメチルホルムアミド   9．003  7．248  9．703  9．940  9．331  8．687   

8  230  鉛及びその化合物   8，307  7．195  7，707  8，123  8．280  臥376   

9   l  亜鉛の水溶性化合物   6，857  5．539  5，186  5．067  5，083  5，463   

10  272  フタル酸ビス（2－エチルヘキ シル）  5，056  5，125  5．494  5，522  4．942  5，302   
上位10物質の合計  134，213  133．968  152．401  150，035  152，435  14乳550   

合計  212．415  207，166  232，297  225．818  226．832  223，142   

2）下水道への届出移動量上位10物質  

下水道への届出移動量上位10物質は表11のとおりです。上位10物質の構成   

は、前年度と比べてバリウム及びその化合物がランク外になるなど、入れ替わ   

りがみられます。  

表11．平成18年度下水道への届出移動量上位10物質と前年度までの量  

対象物質  事業所外への下水道としての届出移動量（トン／年）  

順位        物質  

番号   
物質名   H13   H14  H15   H16   H17   H18   

ロ  172  N，N－ジメチルホルムアミド   955   948  1，044  1，045   971   668   

2  43  エチレングリコール   389   289   348   327   286   250   

3  16  2－アミノエタノール   256   105   133   138   169   186   

ポリ（オキシエチレン）＝アルキ  

ルエーテル（アルキル基の炭  

4  307    素数が12から15までのもの  
168   149   150   147   134   147   

びその混合物に限る。）  

5  283  ふっ化水素及びその水溶性塩   93   106   136   147   139   141   

6  310  ホルムアルデヒド   114   93   105   83   69   101   

7  56  酸化プロピレン   28   92   84   92   86   83   

8  309  ポリ（オキシエチレン）＝ノニル  283   
フエニルエーテル  

68   61   69   75   54   

9  314  メタクリル酸   0   54   30   40   51   

10  227  トルエン   65   40   38   41   55   46   

上位10物質の合計  2，349  1．900  2，153  2，119  乙024  1，727   

合計  3，973  2．977  3，108  2，891  2，599  2，285   
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（参考2）  

（4）業種別の届出排出量・移動量  

業種別の届出排出量・移動量は図1のとおりです。  

図1．業種別の届出排出量・移動量の推移  
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（参考2）  

図1．業種別の届出排出量・移動量の推移（続き）  
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（参考2）  

（5）特定第一種指定化学物質の排出量■移動量   

特定第一種指定化学物質の物質別・排出先別の届出排出量。移動量は図2のとお  

りです。  

図2．特定第・種指定化学物質の排出先別の届出排出量・移動量の推移  
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（参考2）  

図2．平成18年度及び前年度までの特定第・一種指定化学物質の排出量・移動量（続き）  
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（参考2）  

（参考）用語の解説  

届出排出量：事業者が自ら把握して国に届出した排出量のこと。大気、公共用水域、   

土壌、事業所内への埋立処分の4つの区分がある。  

届出移動量：事業者が自ら把握して国に届出した移動量のこと。事業所外への廃棄   

物、下水道の2つの区分がある。  

公共用水域：河川、湖沼、港湾、沿岸地域など、公共の用に供される水域のこと。  

届出外排出量：事業者による届出が義務付けられていない分野からの排出量のこと。   

国が推計することとされており、①対象業種からの届出外排出量、②非対象業種   

からの排出量、③家庭からの排出量、④移動体からの排出量の4つの区分がある。  

集計と推計：「集計」とは、事業者からの届出データを化学物質別、都道府県別、業   

種別、従業員数別に集計すること。「推計」とは、届出データ以外の排出源からの   

環境への排出について、既存の統計資料や実測データを用いて環境中へ排出され   

る割合を算定し、届出外排出量として推計すること。  

対象業種からの届出外排出量：届出対象業種を営む事業者のうち、従業員数（21人   

以上）、取扱量（年間1トン以上）などの要件を満たさない事業者からの排出量のこ   

と。  

非対象業種からの排出量：農業や建設業など、届出の対象となっていない業種を営   

む事業者からの排出量のこと。  

家庭からの排出量：一般家庭における殺虫剤、洗剤などの家庭用製品の使用に伴う   

排出量のこと。  

移動体かちの排出量：自動車、二輪車、特殊自動車、船舶、鉄道車両、航空機など、   

移動体の運行に伴う排出量のこと。  

特定第一種指定化学物質：PRTR届出対象である第一種指定化学物質のうち、発が   

ん性の有する12物質のこと。事業者の取扱量要件が1トン→0．5トン、製品の要   

件として、含有率が1％以上→0．1％以上、にそれぞれ引き下げられている。  
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○垂業者は、化学物質自主管理指針に基づき、管理計画を作成  
する等して自主管理を促進  

OPRTR制度は、過去5ケ年度分の届出実績を有し、対象化学  

物質による環境負荷を低減させる点で一定の効果あり  

OMSDS制度も事業者間の情報伝達の手法として腹虚定量  

○現行の役割を維持することが適呈   

【方向性1】〈施行後の社会動向等を踏まえた仕組みの効率化〉  

Ⅰ．対象物質の見直ヒ  
・GHSとの整合化に留意し、化学物質の有害性情報やリスク評価  
の結果等を活用  

Ⅱ．二部の非対象業種の対象化妥当性の検討  

・建設業、医療業等の現行非対象業種の対象化の実行可能性に  
ついて検討  

Ⅲ．届出事項の追加  
・廃棄物処理方法及び放流先の下水道名を届出事項に追加  

Ⅳ．姓舶去や推計手法の改善  
・算出マニュアルの継続的改善を実施  

Ⅴ．未届出事業者に対する対応  
・悪質な未届出事業者に対しては、厳正に対処  

E方向性2】くPRTRデータの多面的利用の促進〉  

Ⅰ．凰蜘こ変更   
Ⅱ．地図情報等の活用による、加、りやすい情報の提供  

t地方公共団体は、地域特性のニーズに対応した取組  
・事業者は、環境リスク評価やリスクコミュンケーションに活用  



中央環境審議会環境保健部会化学物質環境対策小委員会、虚業構造審議  
会化学・バイオ都会化学物質政策基本問題小委鼻会化学物質管理制度検  

討ワーキンググループ合同会合中間とりまとめ  

＜抜粋＞  

Ⅱ．PRTR制度に関する課題と方向  

1．施行後7年の経酸等を踏まえた仕組みの見直し  

（1）化管法の対象となる指定化学物質について   

化管法では、有害性と暴露性の双方の観点を考慮して、対象となる化学物質を指定して  

いる。   

具体的には、政令において、PRTR制度及びMSDS制度の対象となる第一種指定化学  

物質として354物質、そのうち人に対する発がん性があると判断された特定第一種指定化  

学物質として12物質、MSDS制度のみ対象となる第二種指定化学物質として81物質が指  

定されている。   

一方、化学物質の製造、輸入、使用の実態は常に変動しており、また、有害性等に関す  

る新たな知見も得られてきていることから、これらの指定化学物質については、法施行後の  

化学物質の製造、輸入又は使用の動向や一般環境中での検出状況、新たな有害性情報  

の蓄積等を勘案し、現行の指定化学物質の選定基準を踏まえて物質指定の見直しを実施  

すべきである。また、その際、5年間のPRTR制度に基づく各物質の届出や推計の状況、  

環境リスク評価の結果等についても考慮することが必要である。   

なお、化管法における物質指定の基準については、化学物質管理を巡る国際的な状況  

を踏まえっつ、化学品の分類及び表示に関する世界表示システム（GHS）との整合化を目  

指すべきである。また、特定第一種指定化学物質については、現行では、人に対する発が  

ん性があると判断された物質を指定しているが、GHSとの整合性を踏まえ、新たなエンドポ  

イントの追加（例えば、ヒト生殖細胞に対する変異原性や人に対する生殖毒性）を検討すべ  

きである。   

さらに、今後とも、化学物質の製造、輸入又は使用の動向や一般環境中での検出状況、  

新たな有害性情報の蓄積等を勘案し、必要に応じて指定化学物質の見直しを行うべきであ  

る。   



特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に   

基づく第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の指定の見直しについて（報告）  

平成20年6月  

薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会PRTR対象物質調査会  

化学物質審議会管理部会  

中央環境審議会環境保健部会PRTR対象物質等専門委員会  

（化管法対象物質見直し合同会合）   



1．背景   

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」（以下、「化管  

法」という。）に基づく第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の指定については、以下の法  

律の基本的考え方に基づき、平成12年2月の関係審議会答申（「特定化学物質の環境への排出量  

の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づく第一種指定化学物質及び第二種指定化学物  

質の指定について（答申）（平成12年2月）」、以下、「前回答申」という。）で具体的な選定基準  

が定められ、それに従って物質選定が行われている。   

PRTR（化学物質排出・移動量届出制度：Po1111tantReleaseandTranS鎚rRegister）及  

びMSDS（化学物質等安全データシート：MaterialSafetyDataSheet）の対象化学物質  

となるのが「第一種指定化学物質」であり、法においては、  

① 当該化学物質が人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼ   

すおそれがあるもの、  

② 当該化学物質の自然的作用による化学的変化により容易に生成する化学物質が①に該   

当するもの、  

③ 当該化学物質がオゾン層を破壊し、太陽紫外放射の地表に到達する量を増加させるこ  

とにより人の健康を損なうおそれがあるもの、  

のいずれかに該当し、かつ、  

④ その有する物理的化学的性状、その製造、輸入、使用又は生成の状況等からみて、相   

当広範な地域の環境において当該化学物質が継続して存すると認められる化学物質  

で政令で定めるものとされている（法第2条第2項）。   

また、MSDSのみの対象となる「第二種指定化学物質」は、上の①から③のいずれかに  

該当し、かつ、  

④’その有する物理的化学的性状からみて、その製造量、輸入量又は使用量の増加等によ   

り、相当広範な地域の環境において当該化学物質が継続して存することとなることが   

見込まれる化学物質  

で政令で定めるものとされている（法第2条第3項）。   

具体的には、政令において、PRTR制度及びMSDS制度の対象となる第一種指定化学物質とし  

て354物質、そのうち人に対する発がん性があると判断された特定第一種指定化学物質として  

12物質、MSDS制度のみ対象となる第二種指定化学物質として81物質が指定されている（化  

管法施行令第1条別表第一及び第2条別表第二）。   

平成19年8月の「中央環境審議会環境保健部会化学物質環境対策小委員会、産業構造審議会  

化学・バイオ部会化学物質政策基本間感小委員会化学物質管理制度検討ワーキンググループ合同  

会合中間とりまとめ」においては、化管法対象物質について、以下の観点から見直しを実施すべ  

きとされた。   



一方、化学物質の製造、輸入、使用の実態は常に変動しており、また、有害性等に関す  

る新たな知見も得られてきていることから、これらの指定化学物質については、法施行後  

の化学物質の製造、輸入又は使用の動向や一般環境中での検出状況、新たな有害性情報の  

蓄積等を勘案し、現行の指定化学物質の選定基準を踏まえて物質指定の見直しを実施すべ  

きである。また、その際、5年間のPRTR制度に基づく各物質の届出や推計の状況、環  

境リスク評価の結果等についても考慮することが必要である。   

なお、化管法における物質指定の基準については、化学物質管理を巡る国際的な状況を  

踏まえつつ、化学品の分類及び表示に関する世界表示システム（The Globally  

HarmonizedSystemofClassi£cationandLabellmgofChemicals：GHS）との整合化  

を目指すべきである。また、特定第一種指定化学物質については、現行では、人に対する  

発がん性があると判断された物質を指定しているが、GHSとの整合性を踏まえ、新たな  

エンドポイントの追加（例えば、ヒト生殖細胞に対する変異原性や人に対する生殖毒性）  

を検討すべきである。   

さらに、．今後とも、化学物質の製造、輸入又は使用の動向や一般環境中での検出状況、  

新たな有害性情報の蓄積等を勘案し、必要に応じて指定化学物質の見直しを行うべきであ  

る。  

2．化管法対象物質見直しの考え方   

上述の背景を踏まえ、化管法対象物質の見直しを進める必要がある。   

基本的な考え方として、現行の指定化学物質の選定基準を尊重しつつ、化学物質の有害性に関  

する新たな知見やGHSに関する国連勧告等、PRTR制度の運用開始後の国内外の状況変化を踏  

まえ、有害性、ばく露それぞれの観点から必要に応じた見直しを行うこととする。   

具体的には、以下の考え方により物質の再選定を行う。  

＜有害性の判断基準＞   

現行の選定の考え方では、有害性の判断に係る項目として、評価手法が確立して一定のデー  

タの蓄積のある項目としており、1．発がん性、2∴変異原性、3．経口慢性毒性、4．吸入慢  

性毒性、5．作業環境許容濃度から得られる吸入慢性毒性、6．生殖発生毒性、7．感作性、  

8．生態毒性、9．オゾン層破壊物質、を対象項目として選定し、各項目についてPRTR及び  

MSDS対象化学物質の具体的な選定基準を設定している。   

現時点においても、評価手法の確立及びデータ蓄積の観点からは、上記の9項目を選定する  

ことが妥当と考えられる。また、今回の見直しにおいては、有害性の項目及び具体的な遥定基  

準は、現行のものを引き続き採用することとする。なお、GHSとの整合化の推進に関しては、  

今後、国内外の関係制度との連携を図りながら検討を進めることとする。  
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＜特定第一種指定化学物質＞   

前回答申では、有害性ランクで発がん性クラス1の物質を、特に重篤な障害をもたらす物質  

として特定第一種指定化学物質に指定している。GHSでは、発がん性、生殖細胞変異原性及び  

生殖毒性等について、 混合物の分類における製品中の対象物質の限界濃度を通常の1％から  

0．1％に切り下げることにより、これらの有害性に対応した管理を強化していることにかんがみ、  

今回の選定においては、以下のカテゴリーの物質を特定第一種指定化学物質の対象とする。  

発がん性  人に対して発がん性あり（現行基準：クラス1、GHS：区分1A）  

（現行対象と同様）  

生殖細胞変異原性 ヒト生殖細胞に遺伝的突然変異を誘発する（GHS：区分1A）  

生殖発生毒性  人の生殖能力を害する又は人に対する発生毒性を引き起こす（現行基準：ク  

ラス1、GHS：区分1A）  

＜有害性の情報源＞   

化管法対象物質を選定するための有害性データに関する情報源について、最新の科学的知見  

を踏まえた情報源に更新する。   

具体的には、別表1のとおり、前回答申において用いられた情報源に加えて、GHS危険有害  

性分類事業（厚生労働省、経済産業省、環境省：平成18年2月～平成19年2月公表）にお  

いて用いられた情報源を用いることとする。このうち、前回答申において用いられた情報源及  

びGHS危険有害性分類事業におけるPri0rity－1情報源の中から試験条件等の信頼性を確認で  

きたものを優先順位1の情報源として用いることとし、当該情報源から情報が得られなかった  

場合、GHS危険有害性分類事業におけるPrior和一2情報源の情報を収集し、上述のデータと同  

等の試験条件等の信頼性を確認できたものを用いることとする。また、優先順位1の情報源の  

うち、①発がん性におけるIARC評価、②経口慢性毒性におけるWHO水道水質ガイドライン、  

EPA水質クライテリア及び日本の水質汚濁にかかる環境基準値と要監視項目指針値、③吸入慢  

性毒性におけるWHO欧州地域事務局大気質ガイドライン及び日本の大気汚染に係る環境基準  

値については、前回答申と同様の優先的な取扱いを行うこととする。  

＜環境での存在に関する判断基準＞   

現行基準では、第一種指定化学物質については、1年間の製造輸入量が一定量（100トン、  

農薬及び特定第一種指定化学物質については10トン、オゾン層破壊物質については累積製造  

輸入量が10トン）以上のもの又は一般環境中で最近10年間に複数地域から検出されたもの  

であって現時点で製造・輸入等の取扱いがないことが明らかであるものを除いたものを対象と  

している。 また、第二種指定化学物質については、1年間の製造輸入量が1トン以上のもの又  

は一般環境中で最近10年間に1地域から検出されたものとしている。   

化管法施行後5年間（平成13年度～17年度）のPRTR届出・推計結果を見ると、PRTR  

対象物質354物質のうち、PRTR届出排出・移動量が0であった物質は22物質（6．2％）  

であり、PRTR届出排出・移動量及び届出外排出量が0であった物質は10物質（2．8％）  

であり、例外的な物質を除き、環境への排出実態があることが明らかになった。このため、環  

境中での存在に関する判断基準としては、現行の基準を引き続き採用することとし、データに  

ついては、直近のものを用いた評価を行うこととする。  
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なお、現行の第一種指定化学物質については、環境での存在に関する情報として、製造輸入  

量及び一般環境中での検出に加えてPRTRに基づく排出・移動実績についても考慮することも  

場合によっては必要である。すなわち、現行第一種指定化学物質のうち、①1年間の製造輸入  

量が一定量以上及び②最近10年間での一般環境中複数地点の検出のいずれの条件も満たさな  

くなったものであっても、PRTRに基づく届出・推計実績がある場合には、初期リスク評価等  

におけるリスクの懸念等を踏まえ、引き続き第一種指定化学物質として残すこととする。  

＜物質選定＞   

上記の考え方に基づき、有害性の判断基準と環境での存在に関する判断基準をともに満たす  

別表2（第一種指定化学物質及び特定第一種指定化学物質）、3（第二種指定化学物質）に示す  

物質を、新たな化管法対象物質として選定することが適当である。  

3．今後の課題   

今回、化管法対象から除外される現行対象物質のうち、環境での布在（製造・輸入量又は一般  

環境中での検出）にかかる判断基準を満たさなくなったものについても、有害性の観点からは引  

き続き注意を要する物質であり、除外に伴う製造量等の増加の可能性もある。このため、このよ  

うな物質については、引き続き、製造・輸入状況の把握や一般環境中での存在の監視に努める必  

要がある。さらに、このような物質については、事業者による自主的な取組として、今後ともMSDS  

の提供を継続することが望まれる。   

今回の対象物質見直しにおいては、対象除外物質の確認の際、初期リスク評価の結果を部分的  

に用いることとしたが、次回の見直しにおいては、今後の評価作業の進展に応じて、初期リスク  

評価の結果のより一層の活用を検討することとする。また、次回の見直しにおいては、物質選定  

基準とGHSとの一層の整合化を目指すとともに、付随的生成物の選定に向けた排出量把握方法  

の確立などの課題に引き続き取り組む必要がある。  
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別表1  

有害性情報の収集・整理のための情報源  

エンド  

今回の対象物質選定  
ボイン  GIiS危険有害性分類事業の情報源  

に用いた情報源   
ト   

WliO    International  Priority－1   【優先順位1】  

Agency fbr Research on  （財）化学物質評価研究機構  「前回答申の情報源」  

Cancer（IARC：国際がん研  （CERI） 「化学物質安全性（ハザ  

究機関）   
ード）データ集」  

米国EPA（米国環境保護庁）  CERI・（独）製品評価技術基盤機構  

EuropeanUnion（欧州連  （MTE）：「化学物質有害性評価書」  

合）   NITE：「化学物質の初期リスク評価  
発がん  

National   ToxicologlCal  書」  
性  

Program（NTP：米国国家  厚労省試験報告：「化学物質毒性試験  

毒性プログラム）   報告」化学物質点検推進連絡脇議会  

American Confbrence of  環境省：「化学物質の環境リスク評価」  

GovernmentalIndustrial  OECD SIDSInitialAssessment  

HygienistS（ACGIH：米国  Report 

産業衛生専門家会議）   ⅥJHO／IPCS：EHC  

日本産業衛生学会   WHOIIPCS：ConciseInternational  

EU  ChemicalAssessment，Documents   

WHO／IPCS   （CICAD：国際簡潔評価文書）   「前回答申の情報源」  

Environmental   Health  ACGIH：Docu皿entation of the  

「GHS危険有害性分            Crit，eria（EHC：環境保健  t，hresholdlimitvaluesforchemical  

クライテリア）   substances   類事業（当時）の情報  

German  Chemical  ドイ ツ学術振興会（DFG）：  源」のうちPriority－1  

Society－Advisory   OccupationalTbxicants Critical  情報源  

Committee on Existing  Dat．a Evaluation 丘）r MAK Values  

Chemicals  of  andClassi瓜cationofCarcinogens  

Environmental Relevance  EUリスク評価書  【優先順位2】  
変異原  

（BUA）report   カナダ環境省：PrioritySubstance  「GHS危険有害性分  
性  

European Center for  AssessmentrReports   類事業（当時）の情報  

EcotOXicology  and  オ ー スト ラリ ア NICNAS：  源」のうちPriority－2  

Tbxicology of Chemicals  AssessmentReport   情報源  

（ECETOC）   ECETOC  

OECD SIDS（Screening  Patrty’sTbxicology  

Infbrmation Data Set）  WHO：IARC  

InitialAssessmentReport  米国EPA：IRIS  

厚労省試験報告：「化学物質  NTP   
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毒性試験報告」  

厚労省：「労働安全衛生法有  

害性調査制度に基づく既存  

化学物質変異原性試験デー  

タ集」  

日本産業衛生学会：「許容濃度の勧告」  

ATSDR：rn）XicoIogicalProfile  

Priori吋－2  

米国国立労働衛生研究所（MOSH） 

RTECS  

WHO／1PCS：「iCSC カ ー ド  

（InternationalChemicalSafbty  

Cards）」  

EU European Chemicals Bureau  

（ECB） InternationalUniform  

ChemicalInfbrmation DatJabase  

（IUCLID）  

EU第7次修正指令AnnexI（EU分  

類）  

HSDB：Hazardous Substance Data   

Bank  

NewJerseyI）epart皿ent OfHealth  

and Senior Services：Hazardous   

SubstanceFactSheet  

Sittig’sIlandbook of rIbxic and  

Hazardous  Chemicals  and  

Carcino酢nS  

BUA Report 

DreisbachlsHandbookofPoisoning  

WHO飲料水質ガイドライ  

ン  

EPA水質クライテリア  

日本の水質汚濁に係る環境  

基準値と要監視項目指針値  

米国EPA二IntegratedRisk  

ln丘）rmationSystem（IRIS）  

WHO欧州地域事務局大気  

質ガイドライン  

日本の大気汚染に係る環境  

基準値  

ACGIH  

日本産業衛生学会  

登録農薬ADI  

【優先順位1】  

「前回答申の情報源」  

「GHS危険有害性分  

類事業（当時）の情報  

源」のうちPhority－1  

情報源  

「その他」  

日本の水質汚濁に係  

る環境基準値と要監  

視項目指針値、食品安  

全委員会評価書、  

FAO／WHO合同残留  

農薬専門家会議‥  

JointMeeting on  

PesticideResidues  

（JMPR ）、  

FAO／WHO合同食品  

添加物専門家会議：  

Joint  Expert  

Committee on Food  

Additives（JECFA）  

経口慢  

性 毒  

性、吸  

入慢性  

毒性、  

作業環  

境許容  

濃度か  

ら得ら  

れる吸  

入慢性  

毒性  

【優先順位2】  

「GHS危険有害性分  

類事業（当時）の情報  

源」のうちPriority－2  

情報源  

【優先順位1】  

「前回答申の情報源」  

EUリスク警句（EH（∴  

BUA、E（〕ET（h）（〕、SIOS等  

で根拠となるデータがある  

場合）  

－  ●   

生毒性  「GHS危険有害性分   
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類事業（当時）の情報  

源」のうちPriority－1  

情報源  

【優先順位2】  

「GHS危険有害性分  

類事業（当時）の情報  

源」のうちPriority－2  

情報源   

日本産業衛生学会（気道感  【優先順位1】  

作性第1、2群）  「前回答申の情報源」  

ACGIH（EHC、BUA、  

ECETOC、SIDS等で根拠  「GHS危険有害性分  

となるデータがある場合）  類事業（当時）の情報  

EUリスク警句（EHC、  源」のうちPriority・1  

BUA、ECETOC、SIDS等  
感作性  

情報源  

で根拠となるデータがある  

場合）  

【優先順位2】  

「GHS危険有害性分  

類事業（当時）の情報  

源」のうちPriority－2  

情報源   

ECETOC   Priori吋－1   【優先順位1】  

環境省において実施して評  環境省「化学物質の生態影響試験につ  「前回答申の情報源」  

価した生態影響試験報告   いて」  

「GHS危険有害性分        日本において登録されてい  環境省：「化学物質の環境リスク評価」  

る農薬に関する公表デー タ  OECD SIDSInitialAssessment  類事業（当時）の情報  

EUリスク警句（根拠となる  Report   源」のうちPriority－1  

データがある場合）   
生態毒  

WHO／IPCS：EHC  情報源  

性  
WHO／IPCS：CICAD  

EUリスク評価書  

カナダ環境省：PrioritySubstance   【優先順位2】  

AssessmentReports   「GHS危険有害性分  

オ ー ス ト ラリ ア NICNAS：  類事業（当時）の情報  

AssessmentReport   源」のうちPriority－2  

ECETOC：TもchnicalReportシリー  

ズ・TR91（AquaticHazard   
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AssessmentⅢ）☆  

WtiO／FAOPesticideDataSheets  

CERI：「化学物質安全性（ハザード）  

データ集」  

（二ERトNITE：「化学物質有害性評価  

書」  

Priori吋－2  

AQUIRE （Aquatic Toxicity  

ln払rmationRetrieval）  

lISDB  

ECB：ESIS（European Chemical  
SubstanCeSlnfbrmationSystem）、  

IUCLID  

ECB：The N－CLASS Database on   

Environmental  Hazard   

ClassiIication  

BUAReport   





別表2  

第一種指定化学物質及び特定第一種指定化学物質の候補リスト  

番号  qAS番号   物質名   
特定第一種  

指定化学物質   

亜鉛の水溶性化合物  
2  79－06－1   アクリルアミド  
3  140－88－5  アクリル酸エチル  
4  アクリル酸及びその水溶性塩  
5  2439－35－2  アクリル酸ニー（ジメチルアミノ）エチル  
6  818－61－1  アクリル酸ニーヒドロキシエチル  
7  14卜32－2  アクリル酸ノルマルーブテル  
8  13048－33－4  ニアクリル酸ヘキサメテレン  
9  96－33－3   アクリル酸メチル  

10  107－13－1  アクリロニトリル  
皿  107－02－8  アクロレイン  
12  26628－22－8  アジ化ナトリウム  
13  75－07－0   アセトアルデヒド  
14  75－05－8   アセトニトリル  
15  75－86－5   アセトンシアノヒドリン  
16  83－32－9   アセナフテン  
17  78－67－1   二・二′ －アゾビスイソプチロニトリル  

18  90－04－0   オルトーアニシジン  
19  62－53－3   アニリン  
20  82－45－1   －－アミノ一九・十－アントラキノン  

21  141－43－5  ニーアミノエタノール  

22  1698－60－8   
五－アミノー四－クロローニーフ工ニルピリダジン一三（二H）－オン（別名 クロ  

リダゾン）   

五－アミノーーー［二・六－ジクロロー四－（トリフルオロメテル）フエニ  

23  120068－37－3        ル］一三－シアノー四－［（トリフルオロメチル）スルフィニル］ピラゾール  

（別名フィプロニル）   

24  123－30－8  パラーアミノフェノール  
25  591－27－5  メターアミノフェノール  

四－アミノー六－ターシャリープチルー三－メチルチオーー・二・四－トリ  
26  21087－64－9        アジンー五（四H）－オン（別名 メトリブジン）   

27  107－11－9  三－アミノーーープロペン  
四－アミノー三－メチルー六－フエニルーー・二・四－トリアジンー五（四H）一オン  

28  41394－05－2        （別 

29  107－18－6  アリルアルコール  

30  106－92－3  －－アリルオキシーニ・三一エポキシプロパン  

31  
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（アルキル基の炭素数が  
－○から一四までのもの及びその混合物に限る。）   

32  アンチモン及びその化合物  
33  120－12－7  アントラセン  
34  1332－21－4  石綿   ○   

三－イソシアナトメチル一三・五・五－トリメチルシクロヘキシル＝イソシ  
35  4098－71－9        アネート   

36  78－84－2   イソプチルアルデヒド  
37  78－79－5   イソプレン  
38  80－05－7   四・四′ －イソプロビリデンジフェノール（別名ビスフェノールA）  

39  4162－45－2  ‾ ‾′－［イソプロビリデンビス［（二・六－ジプロモー四・一一フ工ニレ      ン）オキシ11ジエタノール   

40  22224－92－6  N－イソプロピルアミノホスホン酸0一エチルー0－（三－メチルー四－メ      チルチオフェニル）（別名フエナミホス）   
41  149877－41－8  イソブロピル＝ニー（四－メトキシビフェニル一三－イル）ヒドラジノホル      マート（別名 ビフ工ナゼート）   

三′ －イソプロポキシーニートリプルオロメテルベンズアニリド（別名 フ  
42  66332－96－5          ルトラニル）   

43  96－45－7   ーイミダゾリジンチオン  

44  13516－27－3   －「イミノジ（オクタメテレン）1ジグアニジン（別名イミノクタジン）  

45  インジウム及びその化合物  
46  75－08－1   エタンチオール  

エチル＝ニー［四－（六－クロローニーキノキサリニルオキシ）フエノキ  
47  76578－14－8        シ1プロピオナート（別名キザロホップエチル）   

○－エチル＝0－（六－ニトローm－トリル）＝セカンダリープチルホスホ  
48  36335－67－8        ルアミドチ アート（別名ブタミホス）   
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番号一三 十物畢針 
蝉定常こ穣 

指定催学物質  

0一エチル＝○一四－ニトロフエニル＝フェニルホスホノチオアート（別名  
49  2104－64－5        EPN）   

ロピル）一二・六－ジニトロ一三・四－キシリジン（別  
50  40487－42－1   

S－エチル＝ヘキサヒドローーH－アゼピンーーーカルポチオアート（別  
51  2212－67－1  

52  149－57－5  ニーエチルヘキサン酸  
エチル＝（Z）一三－〔N－ベンジルーN－〔〔メチル（－－メチルチオ工チ  

53  83130－01－2        リデンアミノオキシカルポニル）アミノ〕チオ〕アミノ〕プロピオナート（別名  
アラニカルブ）   

54  100－41－4  エチルベンゼン  
○－エチル＝S－－－メチルプロピル＝（ニーオキソ一三－チアゾリジニ  

55  98886－44－3        ル）ホスホノチオアート（別名ホスチアゼート）   

56  151－56－4  エチレンイミン  
57  75－21－8   エチレンオキシド   ○   
58  110－80－5  エチレングリコールモノエチルエーテル  
59  109－86－4  エチレングリコールモノメチルエーテル  
60  107－15－3  エチレンジアミン  
61  60－00－4   エチレンジアミン四酢酸  

62  12427－38－2  N・N′ －エチレンビス（ジチオカルバミン酸）マンガン（別名マンネブ）  

N・N’－エチレンビス（ジチオカルバミン酸）マンガンとN・N′ －エテレ  

63  8018－01－7         ンビス（ジチオカルバミン酸）亜鉛の錯化合物（別名マンコゼブ又はマン  
ゼブ）   

－・－ ′ －エチレンーニ・二′ 一ビビリジニウム＝ジプロミド（別名ジクア  
64  85－00－7  

トジプロミド又はジクワツト）   

ニー（四－エトキシフエニル）－ニーメチルブロピル＝三－フエノキシベン  
65  80844－07－1        ジルエーテル（別名エトフェンブロックス）   

66  106－89－8  エビクロロヒドリン  
67  106一曲－7  ー・ニーエポキシブタン  
68  556－52－5  二・三－エポキシーーープロパノール  
69  75－56－9   ニーエポキシプロパン（別名酸化プロピレン）  

70  122－60－1  二・三tエポキシプロピル＝フエニルエーテル  
71  155569－91－8  工マメクテン安息香酸塩  

72  7705－08－0  塩化第二鉄  

73  85535－84－8   
塩化パラフィン（炭素数が十から十三までのもの及びその混合物に限  

る。）   
74  ‖1－87－5  －－オクタノール  
75  1806－26－4  p－オクチルフェノール  
76  カドミウム及びその化合物   ○   
77  105－60－2   ど一カプロラクタム  
78  156－62－7  カルシウムシアナミド  
79  105－67－9  二・四－キシレノール  
80  576－26－1  ニ・六－キシレノール  
81  キシレン  
82  9ト22－5   キノリン  
83  銀及びその水溶性化合物  
84  98－82－8   クメン  
85  107－22－2  グリオキサール  
86  111－30－8  グルタルアルデヒド  
87  クレゾール  
88  クロム及び三価クロム化合物  
89  六価クロム化合物   ○   

90  クロロアニリン  

91  1912－24－9   
ニークロロー四－エチルアミノー六－イソプロピルアミノーt一三・五－ト  

リアジン（別名アトラジン）   

92  21725－46－2   
ニー（四－ク日日ー六－エチルアミノーーt三・五－トリアジンーニーイ  

ル）アミノーニーメチルプロピオノニトリル（別名シアナジン）   

93  129558－76－5   
四－クロロー三－エチルーーーメチルーN一［四－（パラトリルオキシ）ベ  

ンジル］ピラゾールー五一カルポキサミド（別名トルフ工ンピラド）   
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番号J∴  ノ 物質各 
額垂簾「雇 

指定化学物質   
ニークロローニ′ －エチルーN－（ニーメトキシーーーメチルエチル）－  

94  51218－45－2         六′ －メチルアセトアニリド（別名メトラクロール）   

95  75－01－4   クロロエチレン（別名塩化ビニル）   ○   

96  7085－19－0   
（RS）－ニー（四－クロローオルトートリルオキシ）プロパン酸（別名 メコ  

プロップ）   

三－クロローN一（三－クロロー五一トリプルオロメテルーニービリジル）  

97  79622－59－6        －アルファ・アルファ・アルファートリプルオローニ■六－ジニトローP－ト  

ルイジン（別名フルアジナム）   

－－（［ニー［ニークロロー四－（四－クロロフエノキシ）フェニル］一四－メ  

98  119446－68－3        テルーーー三－ジオキソランーニーイル］メチル）－－H－－・二・四－トリ  

アゾール（別名ジフ工ノコナゾール）   

99  611－19－8  ーークロローニー（クロロメテル）ベンゼン  

100  79－11－8   クロロ酢酸  
101  105－39－5  クロロ酢酸エチル  

ニークロローニ′・六′ －ジエチルーN－（ニープロポキシエチル）アセ  
102  51218－49－6  

トアニリド（別名プレチラクロール）   

ニークロローニ′・六′ －ジエチルーN－（メトキシメチル）アセトアニリド  
103  15972－60－8         （別名アラクロール）   

104  97－00－7   ーークロローニー四－ジニトロベンゼン  

105  75－68－3   －－クロローー・－－ジフルオロエタン（別名HCFC－一四二b）  
106  75－45－6   クロロジフルオロメタン（別名HCFC一二二）  
107  2837－89－0  ニークロローー・－，－・ ニーテトラフルオロエタン（別名HCFC－一二四）  
108  クロロトリフルオロエタン（別名HCFC－一三三）  
109  75－72－9   クロロトリフルオロメタン（別名CFC－一三）  

110  95－49－8   オルトークロロトル工ン  
‖1  106－43－4  パラークロロトル工ン  
112  121－87－9  ニークロロー四一ニトロアニリン  
113  88－73－3   ニークロロニトロベンゼン  

ニークロロー四・六－ビス（エチルアミノ）－－・三・五－トリアジン（別名  
114  122－34－9        シマジン又はCAT）   

（RS）一ニー〔ニー（三－クロロフエニル）一二・三一エポキシプロピル〕  
115  133220－30－1        一ニーエチルインダンーー・三－ジオン（別名 インダノフアン）   

四－（ニークロロフェニル）－NニーシクロヘキシルーN－エチルー四・五－  

116  158237－07－1        ジヒドロー五－オキソーーH－テトラゾールーーーカルポキサミド（別名  
フ工ントラザミド）   

（RS）－－－パラークロロフエニルl一四・四－ジメチル一三－（－H－  

117  107534－96－3        －■二・四一トリアゾールーーーイルメチル）ペンタン一三－オール（別名  

テブコナゾール）   

ニー（四－クロロフ工ニル）一ニー（－H－－■二・四－トリアゾールーー  

118  88671－89－0        －イルメチル）ヘキサンニトリル（別名ミクロブタニル）   
（RS）一四－（四－クロロフエニル）一ニーフ工ニルーニー（－H－－・  

119  114369－43－6        二■四－トリアゾールーーーイルメチル）プチロニトリル（別名 フ工ンブコ  

ナゾール）   

120  95－57－8   オルトークロロフェノール  
121  106－48－9  パラークロロフェノール  
122  598－78－7  ニークロロブロビオン酸  
123  107－05－1  三－クロロブロペン（別名塩化アリル）  

（四RS・五RS）一五－（四－クロロヘキシル）－N－シクロヘキシルー四  

124  78587－05－0        ーメチルーニーオキソーー・三－チアゾリジン一三一カルポキサミド（別  
名 ヘキシテアゾウス）   
－－（二一クロロベンジル）一三－（－－メチルーーーフェニルエチル）ウ  

125  99485－76－4        レア（別名 クミルロン）   
126  108－90－7  クロロベンゼン  
127  76－15－3   クロロペンタフルオロエタン（別名CFC一－一五）  
128  67－66－3   クロロホルム  
129  74－87－3   クロロメタン（別名塩化メチル）  

130  59－50－7   四－クロロー三－メチルフェノール  

131  94－74－6   （四－クロローニーメチルフエノキシ）酢酸（別名MCP又はMCPA）  
132  563－47－3  三－クロローニーメチルーーープロペン  

12   



皐考キ  ナ¢纏拳骨 物離巨 
疇定常㌫種 

確定化学物質   

133  コバルト及びその化合物  

酢酸ニーエトキシエチル（別名エチレングリコールモノエチルエーテルア  
134  111－15－9        セテート）   

135  108－05－4  酢酸ビニル  

酢酸ニーメトキシエチル（別名エチレングリコールモノメチルエーテルア  
136  110－49－6        セテート）   

137  90－02－8   サリテルアルデヒド  
138  420－04－2  シアナミド  

（RS）一ニーシアノーN－［（R）－－－（二・四－ジクロロフェニル）工チ  
139  139920－32－4        ル1一三・三－ジメチルプチラミド（別名ジクロシメット）   

（S）－アルファーシアノー三－フエノキシベンジル＝（－R・三S）一二・ニ  

140  6684卜・25－6        －ジメチル一三－（－・二・ニ・ニーテトラブロモエチル）シクロプロパンカ  

ルポキシラート（別名トラロメトリン）   
（RS）－アルファーシアノー三－フエノキシベンジル＝二・二・三・三－テ  

141  39515－41－8        トラメチルシクロプロパンカルポキシラート（別名 フェンプロパトリン）   

トランスーーー（ニーシアノーニーメトキシイミノアセテル）一三－エチル  
142  57966－95－7        ウレア（別名シモキサニル）   

143  615－05－4  二・四－ジアミノアニソール  
144  101－80－4  四・四′ －ジアミノジフェニルエーテル  
145  無機シアン化合物（錯塩及びシアン酸塩を除く。）  
146  100－37－8  ニー（ジエチルアミノ）エタノール  

○→ニージエチルアミノー六－メチルビリミジンー四－イル＝○－0－ジメ  
147  29232－93－7        テル＝ホスホロチオアート（別名 ビリミホスメチル）   

N・N－ジエチルチオカルバミン酸S一四－クロロベンジル（別名チオベン  
148  28249－77－6        カルブ又はベンチオカーブ）   

N■N－ジエチル一三－（二・四・六－トリメチルフエニルスルホニル）－t  
149  125306－83－4        H－－・二・四－トリアゾールーーーカルポキサミド（別名カフェンストロー  

ル）   

150  56－23－5   四塩化炭素  
151．  123－9ト1  －・四－ジオキサン  
152  646－06－0  －・三－ジオキソラン  

－・三－ジカルバモイルチオーニー（N・N－ジメチルアミノ）－プロパン  
153  15263－53－3        （別 

名 カルタップ）   

シクロヘキサーーーエンe－－・ニージカルポキシイミドメチル＝（－RS）  
154  7696－12－0        －シスートランスーニ・ニージメチル一三－（ニーメチルプロパーーーエ  

ニル）シクロプロパンカルポキシラート（別名 テトラメトリン）   

155  108－91－8  シクロヘキシルアミン  
156  17796－82－6  N－（シクロヘキシルチオ）フタルイミド  
157 - - ジクロロアニリン  
158  107－06－2  －・ ニージクロロエタン  
159  75－35－4   一・－－ジクロロエチレン（別名塩化ビニリデン）  

160  156－59－2  シスーー・ニージクロロエチレン  
161  101－14－4  三・三′ －ジクロロー四t四′ －ジアミノジフェニルメタン  
162  75－71－8   ジクロロジフルオロメタン（別名CFC－－二）  

三・五－ジクロローN－（－・t－ジメチルーニープロビニル）ベンズアミド  
163  23950－58－5        （別 

164  ジクロロテトラフルオロエタン（別名CFC－－一四）  
165  306－83－2  二・ニージクロローー・－・－－トリフルオロエタン（別名HCFC－一二三）  
166  95－73－8   ニ・四－ジクロロトルエン  

167  99－54－7   ．ニージクロロー四一ニトロベンゼン  

168  89－61－2   －・四－ジクロローニーニトロベンゼン  

169  36734－19－7  三－（三・五－ジクロロフ工ニル）－N－イソブロピルーニ・四一ジオキソイミ      ダゾリジンーーーカルポキサミド（別名 イブロジオン）   
170  330－54－1  三－（三・四－ジクロロフ工ニル）－－・－－ジメチル尿素（別名ジウロン  

又はDCMU）   
（RS）一ニー（二■四－ジクロロフエニル）一三－（－H－－・二・四－トリ  

171  11228トー77－3        アゾールーーーイル）プロピル＝－・－・ニ・ニーテトラフルオロエチル＝  

エーテル（別名 テトラコナゾール）   

（二RS・四RS；二RS・四SR）－－－［二一（二・四－ジクtjロブェニル）－  
172  60207－90－1        四－プロピルーー・三－ジオキソランーニーイルメチル】－－H一叫  

四－トリアゾール（別名 プロピコナゾール）   

13   



番号 物質名   
瀬衰第十種  
指定化学物質   

三－［－－（三・五－ジクロロブエニル）－－－ メチルエチル］一三・四－  

173  153197－14－9        ジヒドロー六－メチルー五－フ工ニルーニH－－・三－オキサジンー四  
－ オン（別名 オキサジクロメホン）   

（RS）一三一（三・五－ジクロロフェニル）一五－メチルー五－ビニルー  
174  50471－44－8        －・三一オキサゾリジンーニ・四－ジオン（別名  ビンクロゾリン）   

三－（三・四－ジクロロフエニル）－－－メトキシーーーメチル尿素（別名  

176  94－75－7   

175  330－55－2        リニュロン）  

ニ・四－ジクロロフエノキシ酢酸（別名二・四－D又は二・四－PA）  
177  1717－00－6  －■－－ジクロローーーフルオロエタン（別名HCFC－一四－b）  
178  75－43－4   ジクロロフルオロメタン（別名目CFC一ニー）  

179  78－87－5   －・ニージクロロブロバン  

180  542－75－6  －・三－ジクロロブロペン（別名D－D）  
181  91－94－1   三・三′ －ジクロロベンジジン  

182  ジクロロベンゼン  

ー［四－（二・四－ジクロロベンゾイル）－－・三－ジメチルー五－ビラ  
183  71561－‖－0        ゾリルオキシ］アセトフ工ノン（別名ピラゾキシフエン）   

184  1194－65－6  二・六－ジクロロベンゾニトリル（別名ジクロペニル又はDBN）  
四－（二・四－ジクロロベンゾイル）－－・三－ジメチルー五－ピラゾリル  

185  58011－68－0        ＝四一トルエンスルホナート（別名 ピラゾレート）   

186  ジクロロペンタフルオロブEjパン（別名HCFC一二二五）  
187  75－09－2   ジクロロメタン（別名塩化メテレン）  

188  3347－22－6  二■三－ジシアノーー・四－ジチアアントラキノン（別名ジチアノン）  
189  101－83－7  N・N－ジシクロヘキシルアミン  
190  4979－32－2  N・N－ジシクロヘキシルーニーベンゾチアゾールスルフエンアミド  
191  77－73－6   ジシクロペンタジエン  

－・三－ジチオランーニーイリデンマロン酸ジイソプロピル（別名イソプロ  
192  50512－35－1        チオラン）   

ジチオりん酸○一エチルーS・S－ジフェニル（別名エディフ工ンホス又は  
193  17109－49－8        EDDP）   

ジチオりん酸OtO－ジエチルーS－（ニーエチルチオエチル）（別名工チ  

194  298－04－4        ルチオメトン又はジスルホトン）   
ジチオりん酸○・0－ジエチルーS－［（六－クロローニ・三－ジヒドローニ  

195  2310－17－0  
－オキソベンゾオキサゾリニル）メチル1（別名ホサロン）   

ジチオりん酸○一二・四－ジクロロフ工ニルー0－エチルーS－プロピル  
196  34643－46－4        （別名プロチオホス）   

ジチオりん酸S一（二・三－ジヒドロー五－メトキシーニーオキソーー・  

197  950－37－8        三・四－チアジアゾールー三－イル）メチルー0・0－ジメチル（別名メチ  

ダチオン又はDMTP）   

ジチオりん酸0・○－ジメチルーS－－・ニービス（エトキシカルポニル）工  
198  121－75－5  

チル（別名マラソン又はマラチオン）   
ジチオりん酸○・○－ジメチルーS－［（N－メチルカルバモイル）メチル］  

199  60－51－5  
（別 
ジナトリウム＝二・二’－ビニレンビス［五－（四－モルホリノー六－アニ  

200  16090－02－1        リノーー・三・五－トリアジンーニーイルアミノ）ベンゼンスルホナート］（別  
名CIフルオレスセントニ百六＋）   

201  2532ト14－6  ジニトロトルエン  
202  5ト28－5   二・四－ジニトロフェノール  

203  1321－74－0  ジビニルベンゼン  
204  122－39－4  ジフエニルアミン  
205  101－84－8  ジフ工ニルエーテル  
206  102－06－7  －・三－ジフ工ニルグアニジン  

N－ジブチルアミノチオーN－メチルカルバミン酸二・三－ジヒドローニ・  
207  55285－14－8        ニージメチルーセーベンゾ「blフラニル（別名カルポスルフアン）   

208  124－48－1   ジプロモクロロメタン  
209  10222－01－2  二■ニージプロモーニーシアノアセトアミド  
210 - - ジプロモテトラフルオロエタン（別名ハロンーニ四○二）  

（RS）－○・S－ジメチル＝アセテルホスホルアミドチオアート（別名 アセ  
211  30560－■19－1         フェート）   

212  127－19－5  N・N－ジメチルアセトアミド  
213  95－68－1   二・四－ジメチルアニリン  

214  87－62－7   二・六－ジメチルアニリン  

215  121－69－7  N・N－ジメチルアニリン  
216  31895－21－3  五－ジメチルアミノーー・二・三－トリチアン（別名 チオシクラム）  
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鴻凄業牛車 
碍定化学物質 

217  124－40－3  ジメチルアミン  
218  624－92－0  ジメチルジスルフィド  
219  ジメチルジチオカルバミン酸の水溶性塩  

・ニージメチルーニ・三－ジヒドローーーベンゾフランーモーイル＝N  

220  82560－54－1   

モイル〕－N－メチルカルバマート（別名ベンフラカルブ）   

221  62850－32－2   
N・N－ジメチルチオカルバミン酸S一四－フエノキシプチル（別名フ工ノチ  
オカルブ）   

222  112－18－5  N・N－ジメチルドデシルアミン  
223  1643－20－5  N・N－ジメチルドデシルアミン＝N－オキシド  

224  52－68－6   
ジメチル＝二・ニ・ニートリクロローーーヒドロキシエチルホスホナート  

（別名トリクロルホン又はDEP）   
225  57－14－7   ー・－－ ジメチルヒドラジン  

ー・－ ′－ジメチルー四・四′－ビビリジニウム＝ジクロリド（別名パラ  
226  1910－42－5        コートまたはパラコートジクロリド）   

227  91－97－4   三・三’－ジメチルビフェニルー四・四▼－ジイル＝ジイソシアネート  

ジメチル＝四・四′ －（オルトーフエニレン）ビス（三－チオアロファナー  
228  23564－05－8         ト）（別 

名 チオファネートメチル）   

N－（－・三－ジメチルプチル）－N’－フェニルーバラーフェニレンジアミ  
229  793－24－8   ン  

230  119－93－7  三・三′－ジメチルベンジジン（別名オルトートリジン）  
231  68－12－2   N・N－ジメチルホルムアミド  

ニー［（ジメトキシホスフィノチオイル）チオ］一ニーフエニル酢酸エチル  
232  2597－03－7        （別名フェントエート又はPAP）   

233  7726－95－6  臭素  
234  素酸の水溶性塩  

三・五－ジョードー四－オクタノイルオキシベンゾニトリル（別名アイオキ  
235  386ト47－0        シニル）   

236  水銀及びその化合物  
237  61788－32－7  水素化テルフェニル  

238  有機スズ化合物  
239  100－42－5  スチレン  

240  4016－24－4  ニースルホヘキサデカン酸－－－ メチルエステルナトリウム塩  
241  セレン及びその化合物  
242  ダイオキシン類   

ーチオキソ一三・五－ジメチルテトラヒドローニH－－・三一五－チアジ  
○   

243  533－74－4  
アジン（別名ダゾメット）   

244  62－56－6   チオ尿素  
245  108－98－5  チオフエノール  

246  77458－01－6   
チオりん酸0－－－（四－クロロフェニル）－四－ピラゾリルー○－エチ  

ルーS－プロピル（別名ピラクロホス）   

247  333－41－5   
チオりん酸○・0－ジエチルー○－（ニーイソプロピルー六－メチルー四  
－ビリミジニル）（別名ダイアジノン）   

チオりん酸○・○－ジエチルー0－（三・五t六－トリクロローニービリジ  
248  2921－88－2        ル）（別名クロルピリホス）   

チオりん酸○・○－ジエチルー0－（五－フェニルー三－イソオキサゾリ  
249  18854－01－8        ル）（別 

名イソキサチオン）   

250  122－14－5   
チオりん酸○・0－ジメチルー○－（三－メチルー四－ニトロフェニル）（別  

名フエニトロチオン又はMEP）   

チオりん酸○■0－ジメチルー○－（三－メチルー四－メチルチオフエニ  
251  55－38－9  

ル）（別名フェンチオン又はMPP）   
チオりん酸0一四－ブロモーニークロロフェニルー○－エチルーS－プロ  

252  41198－08－7        ピル（別名プロフ工ノホス）   

チオりん酸S－ベンジルー○・0－ジイソプロピル（別名イブロベンホス又  
253  26087－47－8        ま1日P）   

254  112－30－1   －－デカノール（別名 ノルマルーデシルアルコール）  
255  1163－19－5  デカブロモジフエニルエーテル  
256  334－48－5  デカン酸  

257  100－97－0   
－・三・五・セーテトラアザトリシクロ［三‥三－．一三七］デカン（別名ヘキ  
サメテレンテトラミン）   

258  97－77－8   テトラエチルチウラムジスルフィド（別名ジスルフィラム）  

259  1897－45－6  テトラクロロイソフタロニトリル（別名クロロタロニル又はTPN）  
260  127－18－4  テトラクロロエチレン  

15   



番号  CAS番号   物質名   
特定夢十種  

指定化学物質   

261  27355－22－2   
四・五・六・セーテトラクロロイソベンゾフランーー（三H）－オン（別名 フ  

サライド）   

262  テトラクロロジフルオロエタン（別名CFC－－一二）  
263  ‖8－75－2  二・三・五・六－テトラクロローバラーベンゾキノン  

264  11070－44－3  テトラヒドロメテル無水フタル酸  
二・三一五一六－テトラフルオロー四－メチルベンジル＝（Z）一三－（ニー  

265  79538－32－2        クロロー三一三・三一トリプルオローーープロペニル）一二・ニージメチル  

シクロプロパンカルポキシラート（別名テフルトリン）   

三・七・九t一三－テトラメチルー五・－－－ジオキサーニ・八・一四－トリ  
266  59669－26－0        チアー四・七・九・一ニーテトラアザペンタデカ一三1－ニージエンー六・  

－○－ジオン（別名 チオジカルブ）   

267  137－26－8  テトラメチルチウラムジスルフィド（別名チラウム又はチラム）  
三■七・－－・－ 

268  505－32－8   
五－テトラメチルーーーヘキサデセン一三－オール（別  

名 イソフィトール）   

269  100－2「ト0  テレフタル酸  
270  120－6「ト6  テレフタル酸ジメチル  
271  銅水溶性塩（錯塩を除く。）  

272  112－53－8  －－ドデカノール（別名 ノルマルードデシルアルコール）  
273  25103－58－6  ターシャリードデカンチオール  
274  151－21－3  ドデシル硫酸ナトリウム  
275  112－57－2  三・六・九－トリアザウンデカンーー・一－－ジアミン  

276  12トー44－8  トリエチルアミン  
277  112－24－3  トリエチレンテトラミン  
278  71－55－6   －・－t－－ トリクロロエタン  
279  79－00－5   －・－・ ニートリクロロエタン  

280  79－01－6   トリクロロエチレン  
281  76－03－9   トリクロロ酢酸  
282  108－77－0  二・四・六－トリクロローー・三・五－トリアジン  
283  トリクロロトリフルオロエタン（別名CFC－－一三）  

284  76－06－2   トリクロロニトロメタン（別名クロロビクリン）  

285  55335－06－3  （三・五・六一トリクロローニービリジル）オキシ酢酸（別名トリクロビル）  
286  88－06－2   二・四・六一トリクロロフェノール  
287  75－69－4   トリクロロフルオロメタン（別名CFC－－－）  
288  96－18－4   －・・－ 二三トリクロロブロバン  
289  トリクロロベンゼン  

－・三・五一トリス（二・三一エポキシブロピル）－－・三・五－トリアジンー  
290  2451－62－9        二・四・六（－H・三H・五H）－トリオン   

291  102－82－9  トリプチルアミン  
アルファ・アルファ・アルファートリフルオローニ・六－ジニトローN・N－ジ  

292  1582－09－8        プロピルーP－トルイジン（別名トリフルラリン）   

293  118－79－6  二・四・六－トリブロモフェノール  
294  3452－97－9  三・五・五－トリメチルーーーヘキサノール  
295  95－63－6   ー・ 二・四－トリメチルベンゼン  

296  108－67－8  －・三・五－トリメチルベンゼン  
297  26471－62－5  トリレンジイソシアネート  

298  トルイジン  

299  108－88－3  トルエン  
300  25376－45－8  トルエンジアミン  
301  91－20－3   ナフタレン  
302  3173－72－6  －・五－ナフタレン＝ジイソシアナート  

303  7439－92－1  ゾ＼      【コ   

304  鉛化合物   ○   
305  7699－43－6  二塩化酸化ジルコニウム  
306  7440－02－0  ニッケル  
307  ニッケル化合物   ○   
308  139－13－9  ニトリロ三酢酸  
309  91－23－6   オルトーニトロアニソール  
310  88－74－4   オルトーニトロアニリン  
311  55－63－0   ニトログリセリン  
312  100－00－5  パラーニトロクロロベンゼン  

313  88－72－2   オルトーニトロトルエン  
314  98－95－3   ニトロベンゼン  
315  75－52－5   ニトロメタン   
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宰頻嘩号   ； 
打旛菱東キ 
藩衰軽挙物質 

316  75－15－0   二硫化炭素  
317  143－08－8  －－ノナノール（別名 ノルマルーノニルアルコール）  
318  25154－52－3  ノニルフェノール 

319 - - バナジウム化合物  

320  3618－72－2   
五’－［N・N－ビス（ニーアセテルオキシエチル）アミノ］－二′ －（ニーブ  

ロモー匹い六－ジニトロフエニルアゾ）一四′ －メトキシアセトアニリド   

二・四－ビス（エチルアミノ）一六－メチルチオーー・三■五－トリアジン  
321  1014－70－6  

322  101－90－6  －・三－ビス「（二・三一エポキシプロピル）オキシ1ベンゼン  

323  10380－28－6  ビス（八一キノリノラト）銅（別名オキシン銅又は有機銅）  
三■六－ビス（ニークロロフェニル）－－・ニ・四・五－テトラジン（別名クロ  

324  74115－24－5        フェンチジン）   

325  782－74－1  －・ ニービス（ニークロロフェニル）ヒドラジン  

326  137－30－4  ビス（NtN－ジメチルジチオカルバミン酸）亜鉛（別名ジラム）  
ビス（N・N－ジメチルジチオカルバミン酸）N・N’－エチレンビス（チオカ  

327  64440－88－6        ルバモイルチオ亜鉛）（別名ポリカーバメート）   

328  80－43－3   ビス（－－メチルーーーフエニルエチル）＝ペルオキシド  
S・S－ビス（－－メチルプロピル）＝○－エチル＝ホスホロジチオアート  

329  95465－99－9        （別名カズサホス）   

330  批素及びその無機化合物   ○   
331  302－0卜2  ヒドラジン  
332  99－76－3   四－ヒドロキシ安息香酸メチル  
333  103－90－2  N－（四－ヒドロキシフェニル）アセトアミド  
334  123－31－9  ヒドロキノン  

335  100－40－3  四－ビニルーーーシクロヘキセン  
336  100－69－6  ニービニルビリジン  
337  88－12－0   N－ビニルーニーピロリドン  
338  92－52t4   ビフェニル  
339  110－85－0  ピベラジン  
340  110－86－1  ビリジン  
341  120－80－9  ピロカテコール（別名カテコール）  
342  96－09－3   フェニルオキシラン  
343  100－63－0  フェニルヒドラジン  
344  90－43－7   ニーフェニルフェノール  

345  941－69－5  N－フェニルマレイミド  

346  フエニレンジアミン  

347  108－95－2  フェノール  

348  52645－53－1  三－フエノキシベンジル＝三－（二・ニージクロロビニル）－二・ニージメ  

チルシクロプロパンカルポキシラート（別名ペルメトリン）   

349  106－99－0  －・三－ブタジエン   ○   
350  131－17－9  フタル酸ジアリル  
351  84－66－2   フタル酸ジエチル  
352  84－74－2   フタル酸ジーノルマルーブテル  
353  117－81－7  ブタル酸ビス（ニーエチルヘキシル）  
354  85－68－7   フタル酸ノルマルーブテル＝ベンジル  

355  69327－76－0  ニーターシャリープチルイミノー三－イソブロピルー五－フエニルテトラヒ      ドロー四H－－・三・五一チアジアジンー四－オン（別名ブプロフ工ジン）   
N－ターシャリープチルーN′－（四一エチルベンゾイル）一三・五－ジメ  

356  112410－23－8        テルペンゾヒドラジド（別 

357  2426－08－6  ノルマルーブテルーニ・三－エポキシプロピルエーテル  

358  17804－35－2  N－【－－（N－ノルマルーブテルカルバモイル）－－H一ニーベンゾイミ  
ダゾリル1カルバミン酸メチル（別名ベノミル）   

359  128－37－0  二・六－ジーターシャリープチルー四－クレゾール  

プチル＝（R）一ニー［四－（四－シアノーニーフルオロフエノキシ）フェノ  

360  122008－85－9        キシ1プロピオナート（別名シハロホッププチル）   

361  80060－09－9   
一－ターシャリープチルー三－（二・六－ジイソブロピルー四－フエノキシ  

フェニル）チオ尿素（別名ジアフェンチウロン）   

五－ターシャリープチルー三－（二■四－ジクロロー五－イソプロポキシ  
362  19666－30－9        フ工ニル）－－・三・四－オキサジアゾールーニ（三H）－オン（別名 オキ  

サジアゾン）   

ターシャリーブチル＝四－［［［（－・三－ジメチルー五－フエノキシー四－  

363  134098－61－6        ピラゾリル）メチリデン］アミノオキシ］メチル］ベンゾアート（別名フェンピロ  
キシメート）   
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挙号二・  七Ås番号   物質名  
醸定第⊥種 

指定化学物質   

364  75－9ト2   ターシャリープチル＝ヒドロペルオキシド  

ニー（四－ターシャリープチルフエノキシ）シクロヘキシル＝ニープロピニ  
365  2312－35－8        ル＝スルフィット（別名プロパルギット又はBPPS）   

366  96－76－4   二・四－ジーターシャリープチルフェノール  

367  89－72－5   オルトーセカンダリープチルフェノール  
368  98－54－4   四－ターシャリープチルフェノール  

ーターシャリープチルー五－（四－ターシャリープチルベンジルチオ）  
369  96489－7ト3        一四－クロロー三（二H）－ビリダジノン（別名ビリダベン）   

370  119168－77－3   
N－（四－ターシャリープチルベンジル）－四－クロロー三－エチルーー  

－メチルピラゾールー五一カルポキサミド（別名テブフェンピラド）   

371  95－31－8   N－（ターシャリープチル）一ニーベンゾチアゾールスルフェンアミド  
372  88－60－8   ーターシャリープチルー五－メチルフェノール  

373  25013－16－5   
ニーターシャリープチルー四－メトキシフエノール及び三－ターシャリー  

プチルー四－メトキシフ工ノールの混合物   

374  ふっ化水素及びその水溶性塩  
375  4170－30－3  ニーブテナール  

N－ブトキシメチルーニークロローニ′・六′ －ジエチルアセトアニリド  
376  23184－66－9         （別 

377  110－00－9  フラン  

N・N′ －プロピレンビス（ジチオカルバミン酸）と亜鉛の重合物（別名ブ  
378  12071－83－9         ロビネブ 

379  107－19－7  ニープロピンーーーオール  
380  353－59－3  ブロモクロロジフルオロメタン（別名ハロンーーニーー）  
381  75－27－4   ブロモジクロロメタン  
382  75－63－8   ブロモトリフルオロメタン（別名ハロンー一三○－）  

五－ブロモー三－セカンダリープチルー六－メチルーー・二・三・四－テ  
383  314－40－9        トラヒドロビリミジンーニー四－ジオン（別名 ブロマシル）   
384  106－94－5  一－ブロモプロパン  
385  75－26－3   ニーブロモプロパン   ○   
386  74－83－9   ブロモメタン（別名臭化メチル）  

ヘキサキス（ニーメチルーニーフエニルブロピル）ジスタノキサン（別名酸  
387  13356－08－6        化フェンブタスズ 

六・セリい九・－0・－0－ヘキサクロローー・五・五a・六・九・九a－ヘキ  
388  115－29－7        サヒドロー六・九－メタノーニ・四・三－ベンゾジオキサチエピン＝三－オ  

キシド（別名エンドスルフアン又はベンゾエビン）   

389  112－02－7  ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝クロリド  
390  124－09－4  ヘキサメテレンジアミン  
391  822－06－0  ヘキサメチレン＝ジイソシアネート  
392  110－54－3  ノルマルーヘキサン  
393  135－19－3  ベタナフトール  
394  1763－23－1  ヘブタデカフルオロオクタンーーースルホン酸（別名 PFOS）  
395  ベリリウム及びその化合物   ○   
396  ペルオキソニ硫酸の水溶性塩  
397  98－07－7   ベンジリジン＝トリクロリド   ○   
398  100－44－7  ベンジル＝クロリド（別名塩化ベンジル）  
399  100－52－7  ベンズアルデヒド  
400  71－43－2   ベンゼン   ○   
401  552－30－7  －・二・四－ベンゼントリカルボン酸－・ニー無水物  

ー（ニーベンゾチアゾリルオキシ）－N－メチルアセトアニリド（別名メ  
402  73250－68－7        フ工ナセット）   

403  119－61－9  ベンゾフェノン  
404  87－86－5   ペンタクロロフェノール  
405  まう素化合物  
406  1336－36－3  ポリ塩化ビフェニル（別名PCB）  

407  
ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル（アルキル基の炭素数が一二  

から一五までのもの及びその混合物に限る∩）   

408  9036－19－5  ポリ（オキシエチレン）＝オクテルフエニルエーテル  
409  9004－82－4  ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム  
410  9016－45－9  ポリ（オキシエチレン）＝ノニルフエニルエーテル  
411  50－00－0   ホルムアルデヒド   ○   
412  マンガン及びその化合物  
413  85－44－9   無水フタル酸  
414  108－31－6  無水マレイン酸  
415  79－41－4   メタクリル酸  
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，∴・ごGAS 亨∴＝．   イこ土砂質乳二、‡：二   
巨弾乗算≠錘 
濁定位学物賢  

416  688－84－6  メタクリル酸ニーエチルヘキシル  
417  106－91－2  メタクリル酸二・三一エポキシプロピル  
418  2867－47－2  メタクリル酸ニー（ジメチルアミノ）エチル  
419  97－88－1   メタクリル酸ノルマルーブテル  
420  80－62－6   メタクリル酸メチル  

421  89269－64－7   
（Z）一二′ －メチルアセトフエノン＝四・六－ジメチルーニービリミジニル  

ヒドラゾン（別名フェリムゾン）   

422  74－89－5   メチルアミン  
423  556－61－6  メチル＝イソテオシアネート  

N－メチルカルバミン酸ニーイソプロピルフエニル（別名イソプロカルブ又  
424  2631－40－5        はMIPC 

N－メチルカルバミン酸二■三－ジヒドローニーニージメチルーセーベンゾ  

425  1563－66－2        ［blフラニル（別名カルポフラン）   

426  63－25－2   N－メチルカルバミン酸一－ナプチル（別名カルバリル又はNAC）  
N－メチルカル／くミン酸ニーセカンダノープチルフエニル（別名フェノブカ  

427  3766－8ト2        ルブ又はBPMC 

メチル＝三－クロロー五－（四・六－ジメトキシーニービリミジニルカルバ  

428  100784－20－1        モイルスルファモイル）－－－メチルピラゾールー四一カルポキシラート  

（別名ハロスルフロンメチル）   

メチル＝（S）一セークロローニ・三・四a・五－テトラヒドローニー［メトキ  

429  173584－44－6  
シカルポニル（四－トリフルオロメトキシフェニル）カルバモイル］インデノ  

［－tニーe］［－・三・四］オキサジアジンー四声一カルポキシラート（別名  

インドキサカルブ）   

三－メチルーー■五－ジ（二・四－キシリル）－－・三・五－トリアザペンタ  

430  33089－61－1        －－・四－ジエン（別名アミトラズ）   
メチル＝（E）－ニー（ニー［六一（ニーシアノフエノキシ）ビリミジンー四－イ  

431  131860－33－8        ルオキシ］フエニルI一三－メトキシアクリラート（別名 アゾキシストロビ  

ン）   

432  144－54－7  N－メチルジチオカル／〈ミン酸（別名カーバム）  

433  23135－22－0   
メチルーN′・N′ －ジメチルーN－〔（メチルカルバモイル）オキシ〕一一  

－チオオキサムイミデート（別名 オキサミル）   
メチル＝ニー（四■六－ジメトキシーニービリミジニルオキシ）一六－［－  

434  136191－64－5        －（メトキシイミノ）エチル1ベンゾアート（別名ビリミノバッウメテル）   
435  98－83－9   アルファーメチルスチレン  

436  3268－49－3  三－メチルチオブロバナール  
437  メチルナフタレン  
438  108－99－6  三－メチルビリジン  
439  80－15－9   －－メチルーーーフエニルエチル＝ヒドロペルオキシド  
440  88－85－7   ニー（－－メチルプロピル）一四・六－ジニトロフェノール  

ニーメチルーN－［三－（－－メチルエトキシ）フェニル］ベンズアミド（別  
441  55814－41－0        名メプロニル）   

S－メチルーN－（メチルカルバモイルオキシ）チオアセチミデート（別名メ  
442  16752－77－5        ソミル）   

443  25339－17－7  八一メチルノナンーーー オール  
メチル＝（E）－メトキシイミノーl（E）－アルファー［－－（アルファ・アル  

444  141517－21－7        プア・アルファートリプルオローメタートリル）エチリデンアミノオキシ］－オ  
ルトートリルlアセタート（別名トリプロキシストロビン）   

メチル＝（E）－メトキシイミノ［アルファー（オルトートリルオキシ）－オルト  

445  143390－89－0        ートリル1アセタート（別名 クレソキシムメチル）   

446  674－82－8  四－メテレンオキセタンーニーオン  
447  10ト77－9  四・四′ －メテレンジアニリン  
448  5124－30－1  メテレンビス（四・－－シクロヘキシレン）＝ジイソシアネート  
449  10ト68－8  メテレンビス（四・－－フエニレン）＝ジイソシアネート  

450  13684－63－4   
三－（メトキシカルポニルアミノ）フェニル＝≡∴－メチルカルバニラート（別  

名 フエンメディファム）   

N－（六－メトキシーニービリジル）－N一メチルチオカルバミン酸0一三  
451  88678－67－5        －タ疇シャリープチルフェニル（別名ビリプチカルブ）   

452  120－7ト8  ニーメトキシー五－メチルアニリン  
453  149－30－4  ニーメルカプトベンゾチアゾール  

455  95－32－9   454    モリブデン及びその化合物        ニー（モルホリノジチオ）ベンゾチアゾール  

456  110－91－8  モルホリン  
457  20859－73－8  りん化アルミニウム  
458  62－73－7   りん酸ジメチル＝二・ニージクロロビニル（別名ジクロルポス又はDDVP）  

．
－
 
 
 

】
 
 
－
 
 



番号  eAS番号 物質名  
療定常十種  

特定化学物質 
459  78－42－2   リん酸トリス（ニーエチルヘキシル）  

460  115－96－8  りん酸トリス（ニークロロエチル）  
461  1330－78－5  りん酸トリトリル  
462  115－86－6  りん酸トリフ工ニル  
463  126－73－8  リん酸トリーノルマルーブテル  

※「溶解性」とは、「常温で中性の水に対し1質量％以上溶解すること」をいう。   
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別表3  

第二種指定化学物質の候補リスト  

香  CAS番号   物衰名  

60－35－5   アセトアミド   
2  104－94－9  パラーアニシジン   

五－アミノーーー（二・六－ジクロロー四一トリフルオロメテルフェニル）一四一エチルスル  
3  181587－01－9      フィニルーーH－ピラゾールー三一カルポニトリル（別名 エチブロール）   

4  61－82－5   三－アミノーーH－－・二・四－トリアゾール（別名アミトロール）   

5  6375－47－9  三′ －アミノー四′ －メトキシアセトアニリド   
6  93－15－2   四－アリルーー・ニージメトキシベンゼン   

7  68955－20－4   
アルキル硫酸エステルナトリウム（アルキル基の炭素数が十六から十八までのもの及び  
その混合物に限る。）   

8  5ト79－6   ウレタン   
9  103－69－5  N－エチルアニリン   

10  834－12－8   
ニーエチルアミノー四－イソブロピルアミノー六－メチルチオーー・三・五－トリアジン（別  

名アメトリン）   

Ⅳ  13684－56－5  エチル＝三－フェニルカルバモイルオキシカルバニラート（別名 デスメディファム）   

N－［三－（－一エチルーーーメチルプロピル）－－・ニーオキサゾールー五－イル］－二■  
12  82558－50－7      六－ジメトキシベンズアミド（別名 イソキサベン）   

13  2593－15－9  五－エトキシー三－トリクロロメテルーー■ニ・四－チアジアゾール（別名エクロメゾール）   
14  26447－14－3  一・ニーエポキシ一三一トリルオキシプロパン   

15  80－51－3   四1四′ －オキシビスベンゼンスルホニルヒドラジド   

16  107－20－0  クロロアセトアルデヒド   

（RS）－－－【三－クロロー四－（－・－・ニートリフルオローニートリプルオロメトキシ工ト  
17  116714－46－6      キシ）フェニル］一三－（ニ・六－ジフルオロベンゾイル）ウレア（別名 ノバルロン）   

（二S・四’R）－モークロローニ′・四・六－トリメトキシー四′ －メチルスピロ［ベンゾ［b］  

18  126－07－8       フランーニ（三H）一三′ 一（シクロヘキサーー′ －エン）］一三・六′ －ジオン（別名 グリ  

セオフルビン）   

19  90－13－1   －－クロロナブタレン   

20  140－11－4  酢酸ベンジル   

21  94－59－7   サフロール   
（S）－アルファーシアノー三－フエノキシベンジル＝（S）一ニー（四－クロロフエニル）－  

22  66230－04－4      三－メチルプチラート（別名  エスフェンバレレート）   

アルファーシアノー四－フルオロー三－フエノキシベンジル＝三－（二・ニージクロロビニ  

23  68359－37－5      ル）一二・ニージメチルシクロプロパンカルポキシラート（別名 シフルトリン）   

24  156－60－5  トランスーー・ニージクロロエチレン   

25  79－43－6   ジクロロ酢酸   
一一（三・五－ジクロローニ・四－ジフルオロフ工ニル）一三－（二・六－ジフルオロベンゾ  

26  83121－18－0  
イル）尿素（別名テフルベンズロン）   

27  118－52－5  －・三－ジクロロー五・五－ジメチルイミダゾリジンーニ・四－ジオン   

ニー［四－（二・四－ジクロローm－トルオイル）－－・三－ジメチルー五－ピラゾリルオキ  
28  82692－44－2      シ1一四一メチルアセトフ工ノン（別名ベンゾフエナツプ）   

29  611－06－3  二・四－ジクロローーーニトロベンゼン   

二・ニージクロローN－［ニーヒドロキシーーー（亡ドロキシメチル）一ニー（四一ニトロフエ  
30  56－75－7  

ニル）エチル1アセトアミド（別名クロラムフェニコール）   

N－（二・三－ジクロロー四－ヒドロキシフェニル）－－－メチルシクロヘキサンカルポキサ  
31  126833－17－8      ミド（別 

名 フエンヘキサミド）   

二・四′ －ジクロローアルファー（五－ビリミジニル）ベンズヒドリル＝アルコール（別名  
32  60168－88－9  

フェナリモル）   

ニー（二・四－ジクロロフ工ニル）一一－（－H－－・二・四一トリアゾールーーーイル）一二  
33  79983－71－4      －ヘキサノール（別名ヘキサコナゾール）   

34  120－36－5  （RS）一ニー（ニー四－ジクロロフエノキシ）プロピオン酸（別名 ジクロルプロップ）   

35  120－83－2  二・四－ジクロロフェノール   

36  96－23－1   －・三－ジクロローニープロパノール   

（RS）－－－［二・五－ジクロロー四－（－・－・ニー三・三・三一ヘキサフルオロブロボキ  
37  103055－07－8  

シ）フ工ニル］一三－（二・六－ジフルオロベンゾイル）ウレア（別名 ルフェヌロン）   
′  38  612－83－9  三・三  －ジクロロベンジジンニ塩酸塩   

ジナトリウム＝四－アミノ一三－【四′－（二・四－ジアミノフエニルアゾ）－－・－′－ビ  

39  1937－二37－7      フェニルー四－イルアゾ］一五－ヒドロキシー六－フェニルアゾーニ■モーナフタレンジス  

ルホナート（別名CIダイレクトブラック三十八）   

ジナトリウム＝八一（三■三′－ジメチルー四′ －［四－［（p－トリル）スルホニルオキシ］  

40  6459－94－5       フェニルアゾ］－－・－′ －ビフェニルー四－イルアゾ）一セーヒドロキシーー・三－ナフタ  

レンジスルホナート（別名CIアシッドレッド百十四）   

21   



倭号三；  ▲ …濫   働裳沓 

41  97－02－9   ニ■四－ジニトロアニリン   

42  ジニトロナフタレン   
43  99－65－0   メタージニトロベンゼン   

44  51－52－5   
二・三－ジヒドロー六－プロピルーニーチオキソー四（一日）－ビリミジノン（別名プロピル  

チオウラシル）   

45  106－93－4  ニージプロモエタン（別名EDB又は二臭化エチレン）   

46  110－52－1  －・四－ジプロモブタン   
47  96－13－9   ・－ 二三ジプロモーーープロパノール   

48  109－64－8  一・三－ジプロモプロパン   
49  103－50－4  ジベンジルエーテル   
50  87－59－2   ■－ 二三ジメチルアニリン   

［四－［アルファー［四－（ジメチルアミノ）フエニル］ベンジリデン］シクロヘキサーニ・五－ジ  
51  569－64－2      エンーーーイリデン］ジメチルアンモニウムクロライド（別名 マラカイトグリーン）   

52  79－44－7   ジメチルカルバモイル＝クロリド   

53  376卜41－9   
0・○－ジメチルー○－（三－メチルー四－メチルスルフィニルフェニル）－チオホスフエイト  

（別名 メスルフェンホス）   

54  59536－65－1  臭素化ビフェニル（臭素数がこから五までのもの及びその混合物に限る。）   

55  148－79－8  ニー（チアゾールー四′ －イル）ベンズイミダゾール   
56  62－55－5   チオアセトアミド   
57  21564－17－0  ニー（チオシアナートメチルチオ）－－・三－ベンゾチアゾール   

58  119－12－0   
チオりん酸○・○－ジエチルー○－（六－オキソーーーフエニルーー・六－ジヒドロー三－  

ビリダジニル）（別名ビリダフエンチオン）   

59  5598－13－0   
チオりん酸○一三一五・六－トリクロローニービリジルー010－ジメチル（別名クロルピリ  

ホスメチル）   

60  79－34－5   二・ニーテトラクロロエタン   
テトラナトリウム＝三・三′－［（三・三′ －ジメトキシー四■四′ －ビフェニリレン）ビス（ア  

61  2429－74－5        ゾ）］ビス（五－アミノー四－ヒドロキシーニ・セーナフタレンジスルホナート）（別名CIダイレ  
クトブルー十五）   

62  558－13－4  テトラブロモメタン   

63  84－15－1   オルトーテルフ工ニル   
64  72－43－5   －・－・一一 トリクロローニ・ニービス（四－メトキシフェニル）エタン（別名 メトキシクロル）   

65  14484－64－1  トリス（N■N－ジメチルジチオカルバメート）鉄（別名 ファーバム）   

66  75－25－2   トリブロモメタン（別名ブロモホルム）   

ナトリウム＝三－（N－［四－［（四－［ジメチルアミノ］フエニル）（四－［N－エチル［（三－ス  

67  1694－09－3  
ルホナトフエニル）メチル］アミノ］フェニル）メテレン］一二■五－シクロヘキサジエンーーー  

イリデン］－N一エチルアンモニオ）ベンゼンスルホナート（別名CIアシッドバイオレット四十  

九）   

68  132－27－4  ナトリウム＝－・－′ －ビフェニルーニーオラート   
69  99－09－2   メターニトロアニリン   

70  99－55－8   五－ニトローオルトートルイジン   

71  86－30－6   N－ニトロソジフェニルアミン   

72  99－08－1   メターニトロトルエン   

73  100－02－7  パラーニトロフェノール   

74  12174－11－7  パリゴルスカイト（別名 アタパルジャイト）   
・－ 

75  77－09－8   
三三ビス（四－ヒドロキシフエニル）－－・三一ジヒドロイソベンゾフランーーーオン（別  

名 フェノールフタレイン）   

76  553－26－4  四・四′ －ビビリジル   
－－（四－ビフ工こリルオキシ）一三・三－ジメチルーーー（－H－－・二■四－トリアゾー  

77  55179－31－2      ルーーーイル）一ニーブタノール（別名ビテルタノール）   

78  156－43－4  パラーフェネチジン   

79  84－61－7   フタル酸ジシクロヘキシル   

80  1120－71－4  －・三－プロバンスルトン   

81  67747－09－5   
N－プロピルーN－［ニー（二・四■六一トリクロロフエノキシ）エチル】イミダゾールーーーカ  
ルポキサミド（別名プロクロラズ）   

82  106－95－6  三－ブロモーーープロペン（別名 臭化アリル）   

83  67－72－1   ヘキサクロロエタン   

84  77－47－4   ヘキサクロロシクロペンタジエン   
－一四・五・六・七・セーヘキサクロロビシクロ［ニー二・－］－五－ヘプテンーニ・三－ジカル  

85  115－28－6      ボン酸（別名クロレンド酸）   

86  57－09－0   ヘキサデシルトリメチルアンモニウム＝ブロミド   
五－ベンジル一三－フリルメチル＝（－RS）－シスートランスーニ・ニージメチル一三－  

87  10453－86－8  
（ニーメチルプロパーーー エニル）シクロプロパンカルポキシラート（別名 レスメトリン）   
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C（S番号   物質名 

88  106－51－4  パラーベンゾキノン   

89  82－68－8   ペンタクロロニトロベンゼン（別名キントゼン又はPCNB）   

90  3825－26－1  ペンタデカフルオロオクタン酸アンモニウム   
91  100－61－8  N－メチルアニリン   
92  2439－01－2  六－メチルーー・三－ジチオロ「四・五－blキノキサリンーニーオン   

93  60－34－4   メチルヒドラジン   
ニーメチルーー・－′  －ビフェニル一三－イルメチル＝（Z）一三－（ニークロロー三・三・  

94  82657－04－3       三－トリフルオローーープロペニル）－二・ニージメチルシクロプロパンカルポキシラート  
（別名ビフエントリン）   

95  10605－21－7  メチル＝ベンズイミダゾールーニーイルカルバマート（別名 カルベンダジム）   
96  101－61－1   四・四′ －メテレンビス（NtN－ジメチルアニリン）   

97  6864－37－5  四・四′ －メテレンビス（ニーメチルシクロヘキサンアミン）   

98  10034－93－2  硫酸ヒドラジン   

99  1241－94－7  りん酸ニーエチルヘキシル＝ジフェニル   

100  2528－36－1  りん酸ジーノルマルーブテル＝フェニル   

※「溶解性」とは、「常温で中性の水に対し1質量％以上溶解すること」をいう。  
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（参考資料）  

PRTR及びMSDS対象化学物質の選定基準の詳細   

今回の化管法対象物質の具体的な選定基準は、一部の選定方法の詳細について合同会合における議論  

等を踏まえて捕正したLで、前回答申のものを引き続き採用した。今回の化管法対象物質の見直しにお  

ける有害性・ばく露情報の選定基準の詳細は以下のとおり（下線部は、選定基準の時点修正及び前回答  

申で記載していない事碩の明確化等を行ったものを示す）。  

1．有害性の範囲   

前回答申における選定基準を引き続き採用し、－一部の選定基準の時点修正及び選定基準の詳細の明確  

化等を行った（ニ  

発がん性  

前回答申の情報源を利用し、具体的にクラス1、2の判定に用いた情報は表1のとおりである。  

表1．発がん性の分類  

クテス   評価方法   IAR（〕  EPA  EU   NTP   ACG担   日産衛   

ヒト発がん性あり  1   A、鎚堕、  墜   Al   

（1機関以上）  墜   

2   ヒト発がん性の疑い  2   旦   A2、A3  2A、2B   

が強い（lARCで2A  土  

又は2B又は複数機  

関）   

前回答申と同様にIARCを優先的な情報源とし、IARCで2A、2Bとされたものは、他の機関が「ヒ  

ト発がん性の疑いが強い」と評価していない場合でもクラス2とした。また、EPA、NTPにおけるク  

ラスの記載方法の変更に伴い、クラス1にEPAのCaH、Kを追加し、NTPの1をK  に修正  した。さ  

らに、クラス2にmのLを追加し、NTPの2をRに修正した。このほか、IARCのドラフト版は情  

報源として不採用とした。  

＜参考：EPA及びNTPで追加されたランクの定義＞   

EPA   

ヒト発がん性である  

と 卜発がん性が知られている  

ヒト発がん性である可能惟が高い  

CaH   

K  

L   

NTP   

K  

R  

ヒトに対して発がん性があることが知られている物質  

合理的にヒト発がん性があることが懸念される物質   



変異原性   

前回答申及びGHS危険有害性分類事業のPriority－1、2の情報源を利用し、具体的にクラス1の判定  

に用いた情報は表2のとおりである。  

表2．変異原性の分類  

変薬園性   

（1）  invivo試験において陽性であるもの。   

（2）  細菌を用いる復帰突然変異試験の比活性値が1000rev／mg以上であり、かつ、ほ乳類培養細胞  

を用いる染色体異常試験が陽性であるもの。   

（3）  ほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験のD20値が0．01mg／ml以下であり、かつ、細菌を用い  

る復帰突然変異試験が陽性であるもの。   

（4）  細菌を用いる復帰突然変異試験の比活性値が100rev／mg以上であり、かつ、ほ乳類培養細胞  

を用いる染色体異常試験のD2D値が0．1mg／ml以下であるもの。なお、気体または揮発性物質  

については低濃度において陽性を示すもの。   

（5）  異なるエンドポイント（遺伝子突然変異誘発性、染色体異常誘発性、DNA損傷性）をみる血vitro  

試験のいくつかにおいて明確に（低濃度での陽性や多数の試験での陽性など）陽性の結果が得  

られている等により、（1）～（4）と同程度以上の変異原性を有すると認められるもの。  

前回答申と同様に、invivo試験が陽性の場合はこれを採用し、また、陰性の場合でも、表2の（2）、  

（3）、（4）に該当する場合は、クラス1とした。ただし、ビスフェノールA型エポキシ樹脂は、個別物  

質に対する指摘に基づき、クラス外に修正した。また、invivo試験が陰性の場合は、表2些」廷）に該  

当しても原則としてクラス外とした。  

経口慢性毒性   

前回答申、GHS危険有害性分類事業のPriority－1、2及び食品安全委員会評価書、JMPR、JECFA  

の情報源を利用し、具体的にクラス1、2、3の判定に用いた情報は表3のとおりである。  

表3．経口慢性毒性の分類  

ク矛ネ   中  

水嚢拳準値珊鱒q．、  Sl峯 譲葉 

癒血∴自本） 

（魂呵 如亘EL餌（兜ち巨   ‥ゆL（L（亘0 ADI 

1血g／短桓亘カ （mg／kg／血カ   （血宮年少da吏）   

1   0．001以下   0．01以下  0．1以下   0．0001以下   

2   0．01以下   0，1以下  1以下   0．001以下   

3   0，1以下   0．01以下  

NOAEL（NOEL）及びLOAEL（LOEL）については、原則として投与期間1年以上の試験結果を用し、た。  

なお、前回答申において1年未満等の試験結果を採用した物質については、引き続き当該試験結果を採  

用した。さらに、前回答申と同様に、WHO水道水質ガイドライン、EI？A水質クライテリア及び日本の  

2   



水質汚濁にかかる環境基準値と要監視項目指針値を優先的な情報源としているが、十分信頼できる  

NOAEL等が確認された場合、これらの情報も採用した。  

吸入慢性毒性   

前回答申及びCIIS危険右有性分類事業のPTiority－1、2の情報源を利用し、具体的にクラス1、2、3  

の判定に用いた情幸鋸ま表4のとおりである。  

表4．吸入慢性毒性の分類  

クラス   吸入慢性毒性  

大気基準   IRIS等 

（鱒g／m3）   NOAEL（NbELト   LOAEL（LOEL） 

（mg／担3）   （mg／血3）   

1   0．001以下   0．1以下   1以下   

2   0．01以下   1以下   10以下   

3   0．1以下   10以下   100以下  

NOAEL（NOEL）及びLOAEL（LOEL）については、原則として投与期間1年以上の試験結果を用いた。  

なお、前回答申において1年未満等の試験結果を採用した物質については、引き続き当該試験結果を採  

用した。さらiこ、前回答申と同様に、WHO欧州地域事務局大気質ガイドライン及び日本の大気汚染に  

係る環境基準値を優先的な情報源としているが、十分信頼できるNOAEL等が確認された場合、これら  

の情報も採用した。  

作業環境許容濃度から得られる吸入慢性毒性  

前回答申の情報源を利用し、具体的にクラス1、2、3の判定に用いた情報は表5のとおりである。  

表5．作業環境許容濃度の分類  

クラス   ACGIHまたは日本産業衛生学会（身性毒性を除く）  

TWA（mg／m3）（気体または琴気）   TWA（mg／m3）（粒子状物質等）   

0．1以下   0．01以下   

2   1以下   0．1以下   

3   10以下   l以下   

急性毒性に該当するため除外する物質の選定基準を、眼、上部気道、下部気道、皮膚刺激等に症状が  

限定されるものとして明確化した。また、前回答申では急性と判断しなかったが、今回の合同会合での  

審議に際し情報を精査した上で急性と判断した物質については、当該データを採用しなかった。   

ACGIHのTWAでは、気体または蒸気は、ppmで決められているため、ppm単位の許容濃度が設定  

されている物質を気体と判定した。   

日本産業衛生学会の作業環境許容濃度では、気体／粒子の判定は、有機物質に関しては、蒸気圧が  

0．01mmHg（1．3Pa）以上で気体と判定した（ただし、テトラヒドロメチル無水フタル酸は、蒸気圧が  

3   



0．003mmHgであるが、Ppm単位の許容濃度が設定されているため気体と判定した）。無機物質に関し  

ては、pPm単位の許容濃度が設定されている物質を気体と判定した（ただし、水銀蒸気は、I）pm単位  

の許容濃度が設定されてないが、その名称から気体と判定した）。   

ppmからmg／m3の換算は、ACGIHに記載されている次式に従って計算した。  

1気圧、25℃において、1ppm＝（分子量／24．45）mg／m3   

なお、石綿はACGIHのTWA及び日本産業衛生学会でppm、mg／m3で作業環境が規定されていない  

が、前回答申において、ACGIHで0．1f／ccとされていることからクラス2と判定しており、今回の検討  

でもその判定を踏襲した。 

生殖発生毒性   

EUの危険な物質の分類、包装、表示に関する理事会指令において、EUリスク警句がR60～R63に  

分類される物質に対して、前回答申及びGHS危険有害性分類事業のPriority－1、2の情報源を利用し、  

根拠となる定量的データがある場合、判定に用いた。具体的にクラス1、2、3の判定に用いた情報は表  

6のとおりである。なお、EUリスク警句R64は、前回答申と同様、判定には用いなかった。   

以上より、生殖発生毒性の分類は表6のとおりである。  

表6．生殖発生毒性の分類  

クチ孝さ  甲サ束ク肇針二〈凍鍵をな車重垂車≒   費頑固基凌貪）  

輩準機能を嶺なフ  胎児樗吾を及鱒㌢ 

1   Repr．カテゴリー1（R60）  Repr．カテゴリー1（R61）   

2   Repr．カテゴリー2（R60）  Repr．カテゴリー2（R61）   

3   Repr．カテゴリー3（R62）  Repr．カテゴリー3（R63）   

感作性   

日本産業衛生学会の気道感作性第1群及び第2群の物質をクラス1と判定した。また、EUの危険な  

物質の分類、包装、表示に関する理事会指令において、EUリスク警句がR42に分類される物質に対し  

て、前回答申及びGHS危険有害性分類事業のPriority－1、2の情報源を利用し、根拠となるデータがあ  

る場合、クラス1と判定した。さらに、ACGIHのTIN表中にSENまたはSensitizationと表示され  

る物質に対して、前回答申及びGHS危険有害性分類事業のPriority－1、2の情報源を利用し、根拠とな  

るデータがある場合、クラス1と判定した。   

以上より、感作性の分類は表7のとおりである。  

表7．感作性の分類  

自本産業衛生学会の   ACdIH（根拠となるデュタがあ  EUリスク警句（鱒準となるデ⊥   

牒道嘩作性物質   る場合）   タがある場合）   

第1群及び第2群   SEN、Sensitization表示   R42指定物質  



生態毒性   

OECDテストガイドライン（以下、「OECDTG」という。）に合致する試験結果が国際的に蓄積され  
てきたことを踏まえ、前［可答申及びGHS危険有害性分類事業のPriority－1、2の情報源のうち、生物種、  

エンドポイント、は御許いた。なお、  

前回答申時と同様に、ばく露時間等がOE（二DTGで基本とする条件に合致する試験結果がない場合には、  

ばく露時間がOECDTGより短い試験結果を引き続き用いた。具体的に判定に用いた試験結果の概要は  

表8のとおりである。   

また、OECDTGの推奨種を用いているか、GLPの有無の確認の下、毒性ランクが同じであれば、毒  

性値の大小によらず、信頼性に関するより豊富な情報が得られているものを優先的に用いた。   

なお、Priorityl、2の情報源の両方に試験結果がある場合には、毒性値の大小によらず、Pr川rityl  

の試験結果を優先的に採用した。   

以上より、生態毒性の分類は表9のとおりである。  

表8．生態毒性の判定に用いた試験結果の概要  

急性払（E）C50）   慢性（NOEC）   

藻類   72時間を基本とするが、それ以下も用  72時間（96時間も対象としていたが、  

いた（OECDTG：201に基づく）   結果的になし）（OECDTG：201を参  

照して設定）   

ミジンコ   48時間を基本とするが、それ以下も用  21日間を基本とするが、それ以下も用   

※他の甲殻  いた（OECDTG：211に基づく）   

類は不採用   

魚類   96時間を基本とするが、それ以下も用  28日間を基本とするが、それ以外の時  

いた（OECDTG：203に基づく）   間の結果も用いた（14日～180日）  

（OECDT（ユ：204、210を参照して設  

定）渠   

※ 魚類の慢性毒性については、OECDT（1がないため、判定に用いる試験結果は、試験時間に幅を持たせて判定に用  

いた。  

表9．生態毒性の分類  

クラス   NOEC   L（E）C50   EUリヌク警句（根拠となる  

データがある場合）   

0．1mg／1以下   1mg／1以下   R50   

2   1mg／1以F   10mg／1以下   R61  

難水溶惟物質（水溶解度が目安として概ね1mg／L以Fの物質）については、毒性値と水溶解度との  

比が概ね3倍程度を超える試験結果は、信頼性に懸念があると考えられることから、判定に用いなかっ  

た√、また、界面活性作用のある分散剤、乳化剤を使用した試験結果は、助剤の影響が懸念されるため、  

判定に用いなかった「。ただし、前回答申時と同様に、水混和性溶剤を使用した試験結果はOECDTGで  

使用が認められているため、引き続き判定に用いた。このほか、水溶解度の試験結果は実測値を用いる  

ものとし、実測値がない場合には、溶解度の目安として推定値を参照したl二  
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揮発性物質については、難水溶性物質と同様に、毒性値と水溶解度との比が概ね3倍程度を超える試  

験結果は、信頼性に懸念があると考えられ、判定に用いなかった。また、揮発性物質のうち明らかに環  

境中に継続して存することはないと判断される物質はクラス外とした。   

加水分解・光分解及び生分解性物質（半減期が目安として概ね1日以下（25℃、pH＝7）の物質）に  

ついては、前回答申時と同様に、分解性物質について、分解生成物の毒性が選定基準に合致しない場合  

は対象外とした。また、前回答申時と同様に、試験結果について、親物質又は分解生成物のどちらの毒  

性による影響であるかを確認し、分解生成物の毒性である場合には、親物質そのものの毒性ではなく加  

水分解生成物によるものであることを明確にし、親化合物を対象物質とした。  

オゾン層破壊物質  

モントリオール議定書の規定に即して国際的に合意されたオゾン層破壊物質を対象物質とした。  

2．「相当広範な地域の環境での（将来の）継続的な存在」についての判断基準   

一般環境での検出状況による判断基準は、前回答申と同様に一定の枠組みの中で管理されて行われて  

いるモニタリングデータを用いるものとし、引き続き「化学物質環境汚染実態調査」等を用いた。なお、  

モニタリングの検出媒体（水質、大気、原質筆）と、当該物質の有害性情報のユニ／ドポイこ／トが「致し  

ていない場合、御用いなかった。具体的には、大気で検出されているがエ  

ンドポイントが経口慢性毒性又は生態毒性のみとなっている物質について、モニタリング結果は判定に  

用いなかった。   

製造・輸入量による判断基準は、前回答申と同様に、公式統計や経済産業省の調査等を用いて第一種  

指定化学物質及び第二種指定化学物質を判定した。   



＜参考：前回答申の選定方法の詳細からの補正事項＞  

前回答申での選定方法   今回の見直しにおける選定方法   

発がん  クラス1はEI？AでA、NTPで1を、クラ  EPA、NTPにおけるクラスの記載方法の変更に   

性   ス2はEPAでBl、B2、NTPで2を判定  伴い、クラス1にEPAのCaH、Kを追加し、NTP  

に用ィ′、た。   の1をKに修正したL二また、クラス2にEPA（7）  

Lを追加し、NTPの2をRに修正した。   

変異原  表2の（5）に該当したものを、iIlVivo試  invivo試験が陰性の場合は、表2の（5）に該当   

性   験結果と無関係にすべてクラス1と判定  

した。）   

経口慢  （前回答申で記載していない事項の明確化）   

性毒性  NOAEL（NOEL）及びI」OAEL（LOEL）について  

は、原則として投与期間1年以上の試験結果を用  

いた。   

吸入慢  （前回答申で記載していない事項の明確化）   

性毒性  NOAEL（NOEL）及びI」OAEL（LOEL）について  

は、原則として投与期間1年以上の試験結果を用  

いた。   

作業環  （前回答申で記載していない事項の明確化）   

境許容  急性毒性に該当するため除外する物質の選定基   

濃度か  準を、眼、上部気道、下部気道、皮膚刺激等に症   

ら得ら  状が限定されるものとして明確化した。   

れる吸  

入慢性  

毒性  

生態毒  生物種、エンドポイント、ばく露時間等が  OECDT（ユに合致する試験結果が国際的に蓄積さ   

性   OECD以外のテストガイドラインに合致  れてきたことを踏まえ、生物種、エンドポイント、  

する試験結果も採用した。   ばく露時間等がOECDTGに合致する試験結果  

のみを用いた。   

ー一般環  モニタリングの検出媒体（水質、大気、底  モニタリングの検出媒体と、当該物質の有害性情   

境での  質等：）と当該物質の有害性情報のエンドポ  報のエンドポイントが一一致していない場合、当該   

検出状  

況によ  

る判断  

基準   



見直し後の化管法対象物質数の概況（化管法対象物質見直し合同会合報告）  

化管法対象物質の見直し作業の結果、有害性・暴露情報が化管法の現行の物質選定基準に合致する物質は  
563物質、うち特定第一種指定化学物質に該当する物質は15物質  

＜現行（435物質）＞  ＜見直し案（563物質）＞  

第一種指定化学物  

質  

第一種指定化学物  

質  

特定第一種指定   
化学物質※1   

（12物質）  

石綿、エチレンオキシド、カドミ  

ウム及びその化合物、六価ク  
ロム化合物、塩化ビニル、ダイ  
オキシン類、ニッケル化合物、  
枇素及びその無機化合物、ベ  
t」リウム及びその化合物、ベン  
ジリジン＝トリクロリド、ベンゼ  

ン、メトキサレン  

特定第一種指定  

化学物質候補※1   

（15物質）  

石綿、エチレンオキシド、九ドミ  
ウム及びその化合物、六価ク  
ロム化合物、塩化ビニル、ダイ  
オキシン類、ニッケル化合物、  
耽素及びその無機化食物、ペ  
リリウム及びその化合物、ベン  
ジリジン＝トリクロリド、ベンゼ  

ン、1，3－ブタジエン、ホルムア  

ルデヒド、鉛化合物※2、2－ブロ  

モプロパン  

．′1斗ブタジエン、、．  

：ホルムアルデヒド、：  
：鉛化合物※2、：  

t．2ブロモプロパン．一  

現行化管法対  

象物質以外の  

物質  

（218物質）  

168物質  

276物質※2  

二ここゝユ 
＼t∵一触・（H物質）  

（l物質）  

メトキサレン  下記の各種法令や各調査結果  

ら選定した候補物質（約3，000）のう  

ち、有害性や暴露情報が化管法の  

現行の物質選定基準に合致するも  
の  

第二種指定化学物  

質   

（81物質）  

50物質  

・有害性の観点から現行基準に合致する  

と考えられる物質（環境省調査結果等）  

■化審法 特定化学物質■監視化学物質  

・毒劇物取締法 対象物質  

・労働安全衛生法（通知対象物質）  

・ロッテルダム条約（PIC）対象物質  

・農薬取締法登録農薬  

・自治体条例対象物質  

・諸外国によるPRTR対象物質  

一現行化管法対象物質の代替物質（環境  

省調査結果）  

・内分泌かく乱作用を有することが推察さ   

除外候補（85物質）※3  

※l：特－は、現行では「発がん性がクラスl」、見直し案ではGHSとの整合性を考慮し、「発がん性がクラスl（13   
質）」、「生殖毒性がクラス1（2物質、鉛化合物、2－ブロモプロ′くン）」及び「変異原性がGHSクラス1A相当（該   

当なし）」を対象としている  

※2：現行化管法対象物質「鉛及びその化合物」を、「鉛」と「鉛化合物」に分けている  
※3：以下のいずれかに該当するものを掲載  

・最新の有害性情報が物質選定基準に合致しないもの  

■暴露が小さい（製造・輸入量が小さく、環境中での検出がなく、かつPRTR届出・推計実績がない）もの  
・PRTR届出，推計実績はあるが、暴露が小さく（製造・輸入量が小さく、かつ環境中での検出がない）、かつ初   

期リスク評価等においてリスクの懸念等が小さいもの  




